
｢内
縁
」
の
語
義
に
つ
い
て

髙

木

侃

目

次

一

は
じ
め
に

二

離
縁
状
に
み
る
用
語
と
し
て
の
「
内
縁
」

㈠

縁
組
（
婚
姻
）
を
意
味
す
る
内
縁

㈡

縁
組
を
約
束
し
た
関
係
を
意
味
す
る
内
縁

㈢

情
交
（
私
通
）
を
と
も
な
う
男
女
関
係
を
意
味
す
る
内
縁

㈣

内
々
の
縁
故
を
意
味
す
る
内
縁

三

他
の
文
書
に
み
る
用
語
と
し
て
の
「
内
縁
」

㈠

内
縁
手
切
れ
状
に
み
る
内
縁

㈡

人
別
送
り
に
み
る
内
縁

㈢

他
の
文
書
に
み
る
内
縁

1

訴
状
に
み
る
内
縁

2

詫
状
に
み
る
内
縁

3

内
縁
解
消
文
書
に
み
る
内
縁

4

身
元
保
証
な
ど
に
み
ら
れ
る
内
縁

四

明
治
民
法
施
行
後
の
離
縁
状
に
み
る
「
内
縁
」

五

む
す
び
に
か
え
て
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一

は
じ
め
に

内
縁
と
は
、「
当
事
者
が
婚
姻
す
る
意
思
を
も
っ
て
夫
婦
共
同
生
活
を
し
て
い
る
が
、
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
た
め
に
、
法
律

上
の
婚
姻
で
は
な
い
関
係
」
と
さ

(1
)

れ
る
。
ま
た
内
縁
は
「
婚
姻
意
思
を
と
も
な
う
共
同
生
活
が
存
在
す
る
点
で
、
私
通
関
係
や
妾
関
係

と
異
な
る
し
、
実
質
上
の
婚
姻
生
活
に
入
っ
て
い
る
点
で
、
将
来
の
婚
姻
締
結
を
約
す
る
に
止
ま
る
婚
約
と
も
異
な
る
」
と
い
う
も
の

で
(2
)

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
婚
姻
意
思
・
同
居
（
同
棲
）
生
活
・
現
在
進
行
形
が
基
準
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
ろ
う
。

内
縁
の
発
生
は
、
明
治
民
法
が
届
出
婚
主
義
を
採
用
し
、
届
け
ら
れ
た
婚
姻
だ
け
に
法
的
保
護
を
加
え
る
法
律
婚
と
し
た
こ
と
に
始

ま
る
。
内
縁
の
法
的
問
題
は
明
治
民
法
以
降
の
こ
と
に
な
る
が
、
用
語
と
し
て
の
内
縁
は
古
く
か
ら
存
在
す
る
。

そ
こ
で
、
内
縁
が
用
語
と
し
て
ど
う
用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
見
て
お
き
た
い
。
国
語
辞
典
の
う
ち
、
用
例
と
し
て
で
き
る
だ
け
初
出

を
挙
げ
る
と
さ
れ
る
『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版

第
十
巻
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
）
で
は
、
①
と
し
て
「
内
々
の
縁

故
。
内
々
の
関
係
。
私
的
な
縁
故
関
係
」
と
い
い
、
用
例
と
し
て
室
町
の
も
の
な
ど
も
あ
る
が
、
徳
川
時
代
の
も
の
と
し
て
幸
若
・
築

島
（
室
町
末
│
近
世
初
）
の
「
国
綱
の
き
ょ
う
に
よ
き
内
縁
を
持
ち
申
て
候
」
と
浄
瑠
璃
・
伽
羅
先
代
萩
（1785

）
七
の
「
所
詮
女
は

相
手
に
せ
ぬ
〈
略
〉
内
縁
を
さ
っ
ぱ
り
と
切
っ
て
仕
舞
は
ば
」、
さ
ら
に
人
情
本
・
春
色
梅
児
誉
美
（1832

-33

）
四
・
二
〇
駒
「
こ
れ

は
私
が
退
れ
難
い
内
縁
の
者
の
宅
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

②
と
し
て
「
内
輪
の
者
だ
け
で
縁
組
を
取
り
き
め
て
お
く
こ
と
。
ま
た
、
事
実
上
は
同
居
し
て
婚
姻
関
係
に
あ
り
、
夫
婦
と
し
て
の

生
活
を
し
て
い
る
が
、
ま
だ
婚
姻
届
を
出
し
て
い
な
い
た
め
に
法
律
上
の
夫
婦
と
は
認
め
ら
れ
な
い
男
女
の
関
係
」
と
い
い
、
用
例
と

し
て
歌
舞
伎
・
傾
城
黄
金
鱐
（1782

）
序
幕
「
御
内
縁
定
ま
る
司
之
助
殿
み
だ
ら
が
有
て
済
物
（
す
む
も
の
）
か
」
と
妾
の
半
生
涯

｢内縁」の語義について 2



（1904

）〈
福
田
英
子
〉
九
・
五
「
左
（
さ
）
も
あ
る
べ
き
事
と
思
ひ
け
れ
ば
、
姑
（
し
は
）
ら
く
内
縁
を
結
ぶ
の
約
を
な
し
た
る
な

り
」、
ま
た
妻
（1908

-09

）〈
田
山
花
袋
〉
五
「
勤
の
弟
の
軍
人
の
内
縁
の
妻
で
、
宇
津
宮
の
士
族
の
娘
だ
が
」
を
挙
げ
て
い
る
。
後

二
者
は
明
治
民
法
制
定
の
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
か
ら
わ
ず
か
し
か
経
過
し
て
い
な
い
時
期
の
小
説
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お

き
た
い
。
③
は
「
内
側
の
へ
り
。
内
側
に
そ
っ
た
部
分
」
で
、
反
対
語
と
し
て
外
縁
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
物
の
形
状
に
関
す
る

こ
と
で
、
こ
こ
で
は
措
い
て
お
く
。

用
語
と
し
て
の
内
縁
は
、
①
「
内
々
の
縁
故
。
内
々
の
関
係
。
私
的
な
縁
故
関
係
」
も
し
く
は
②
「
内
輪
の
者
だ
け
で
縁
組
を
取
り

き
め
て
お
く
こ
と
。
ま
た
、
事
実
上
は
同
居
し
て
婚
姻
関
係
に
あ
り
、
夫
婦
と
し
て
の
生
活
を
し
て
い
る
が
、
ま
だ
婚
姻
届
を
出
し
て

い
な
い
た
め
に
法
律
上
の
夫
婦
と
は
認
め
ら
れ
な
い
男
女
の
関
係
」
の
い
ず
れ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
②
の
後
半
は
、
今
日
法
律
上

の
み
な
ら
ず
一
般
的
に
も
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
筆
者
が
な
ぜ
用
語
と
し
て
の
「
内
縁
」
に
興
味
を
覚
え
た
か
と
い
う
と
、
離
縁
状
に
内
縁
の
語
が
散
見
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
離
縁
状
に
見
え
る
内
縁
に
最
初
に
着
目
し
た
の
は
、
高
島
幸
次
で

(3
)

あ
っ
(4
)た。

一

隙
状
一
札
事

一
此
度
き
ぬ
と
申
者
、
結
内
縁

候
処
実
正
明
白
也
、
何
方
へ
縁

付

被

致

共
、
少

シ

も

申

分

無
御
座
候
、
一
札
依
て
如
件

午
十
二
月
廿
二
日

小

治

郎
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き
ぬ
と
の

滋
賀
県
草
津
市
内
で
見
出
し
た
、
右
の
隙
状
を
引
用
し
、
こ
れ
は
小
治
郎
と
き
ぬ
の
「
内
縁
」
関
係
を
破
棄
す
る
た
め
の
三
く
だ
り

半
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

問
題
は
文
中
の
「
内
縁
を
結
び
」
の
意
味
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
、
主
家
の
認
可
を
得
な
い
で
同
棲
し
て
い
る
妻
を
「
内
縁

の
妻
」（
あ
る
い
は
「
内
分
妻
」「
内
約
束
の
妻
」）
と
い
っ
た
。
ま
た
、
宗
旨
人
別
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
妻
は
、
幕
府
の
判

例
で
は
「
妾
」（
い
わ
ゆ
る
「
愛
人
」
で
は
な
い
）
と
呼
ば
れ
た
が
、
こ
れ
も
「
内
縁
の
妻
」
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
三
く

だ
り
半
が
、
江
戸
時
代
で
は
な
く
、
戸
籍
法
が
施
行
さ
れ
た
明
治
五
年
以
降
の
も
の
と
す
れ
ば
、
同
法
に
よ
っ
て
婚
姻
・
離
婚
の

戸
籍
登
記
が
定
め
ら
れ
た
以
後
で
あ
る
か
ら
、「
内
縁
」
は
い
わ
ゆ
る
法
律
婚
に
対
す
る
事
実
婚
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ

る
い
は
、
き
ぬ
は
小
治
郎
の
妻
で
は
な
く
、「
愛
人
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

午
年
が
特
定
で
き
ず
、
高
島
は
、
徳
川
時
代
の
「
内
縁
」
は
庶
民
で
は
「
妾
」、
戸
籍
法
以
降
の
そ
れ
は
事
実
婚
と
い
い
、「
愛
人
」

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
。

そ
の
後
、
筆
者
は
成
瀬
高
明
の
一
連
の
明
治
初
期
家
族
法
関
連
史
料
の
翻
刻
に

(5
)

接
し
、
そ
の
な
か
の
離
縁
状
あ
る
い
は
内
縁
手
切
れ

証
文
に
、
用
語
と
し
て
の
「
内
縁
」
を
か
な
り
見
出
し
た
。
当
時
、
知
ら
れ
た
一
六
通
の
離
縁
状
か
ら
（
う
ち
九
通
は
成
瀬
の
翻
刻
）

「
用
語
と
し
て
の
内
縁
」
の
項
を
設
け
、
徳
川
時
代
の
「
内
縁
」
は
縁
組
（
婚
姻
）
そ
の
も
の
の
意
味
か
ら
、
今
日
の
内
縁
以
前
の
婚

姻
を
予
定
し
な
い
私
通
（
情
交
）
を
と
も
な
う
男
女
関
係
ま
で
、「
内
縁
」
は
き
わ
め
て
多
様
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
簡
略
な
が
ら
言

及
し

(6
)

た
が
、
あ
ら
た
め
て
「
内
縁
」
の
語
義
に
つ
い
て
論
及
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
が
成
る
の
は
偏
に
成
瀬
高
明
氏
に
負
う
と
こ
ろ
大
で
あ
り
、
そ
の
多
年
に
わ
た
る
、
し
か
も
膨
大
な
家
族
法
関
連
史
料
翻
刻
の

学
恩
に
深
謝
申
し
上

(7
)

げ
る
。
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（
1
)
比
較
家
族
史
学
会
編
『
事
典

家
族
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
二
月
）
六
四
八
頁
。
二
宮
周
平
の
執
筆
に
な
る
。

（
2
)
泉
久
雄
『
親
族
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
五
月
）
一
六
七
頁
。

（
3
)
高
島
幸
次
「『
内
縁
』
関
係
の
三
く
だ
り
半
」（『
季
報

み
ち
し
る
べ
│
(草
津
市
）
市
史
編
さ
ん
便
り
│
』
46
号
、
一
九
九
一
年
六
月
）
二
頁
。

（
4
)
説
明
の
便
宜
の
た
め
に
離
縁
状
ほ
か
関
係
文
書
に
は
、
史
料
番
号
と
し
て
ゴ
シ
ッ
ク
で
数
字
を
付
し
た
。

（
5
)
成
瀬
高
明
は
京
都
大
学
法
学
部
日
本
法
制
史
研
究
室
所
蔵
の
旧
京
都
帝
国
大
学
法
学
部
日
本
法
制
史
々
料
を
「
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連
史
料

（
一
)〜
(十
）
│
旧
京
都
帝
国
大
学
法
学
部
日
本
法
制
史
々
料
│
」
と
し
て
『
椙
山
学
園
大
学
研
究
論
集
』「
社
会
科
学
篇
」
に
第
二
十
四
号
か
ら
三
十

三
号
（
一
九
九
八
年
三
月
か
ら
二
〇
〇
二
年
三
月
ま
で
）
連
載
し
、
さ
ら
に
改
訂
版
と
補
遺
編
〔
一
〜
五
〕（
二
〇
〇
〇
年
三
月
〜
二
〇
〇
四
年
三
月
）

を
引
き
続
き
翻
刻
さ
れ
た
。
本
稿
で
の
引
用
は
成
瀬
高
明
「
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連
史
料
（
□
）」
と
略
し
た
。

（
6
)
拙
著
『
泣
い
て
笑
っ
て
三
く
だ
り
半
│
女
と
男
の
縁
切
り
作
法
│
』
(教
育
出
版
、
二
〇
〇
一
年
四
月
)二
六
・
二
七
頁
。

（
7
)
史
料
の
引
用
方
法
は
、
拙
著
『
縁
切
寺
満
徳
寺
の
研
究
』（
成
文
堂
、
一
九
九
〇
年
一
二
月
)凡
例
に
よ
っ
た
。

二

離
縁
状
に
み
る
用
語
と
し
て
の
「
内
縁
」

こ
こ
で
は
離
縁
状
に
み
ら
れ
る
「
内
縁
」
の
意
味
を
考
え
る
。
ま
ず
、
筆
者
が
収
集
し
た
「
内
縁
」
を
含
む
二
二
通
の
離
縁
状
の
う

ち
、
最
も
古
い
文
化
一
二
（
一
八
〇
一
五
）
年
の
離
縁
状
を
掲
げ
る
が
、
出
拠
は
京
都
で

(8
)

あ
る
。

二

一
札
之
事

一
其
許
殿
、
是
迄
内
縁
有
之
候

得
共
、
山
田
屋
喜
兵
衛
殿
御
挨
拶

を
以
、
致
離
縁
候
上
は
、
何
方
え

被
致
縁
付
候
て
も
、
一
切
差
構
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無
之
候
、
為
念
一
札
仍
如
件

文
化
十
二
乙
亥
年
六
月
十
日

大
坂
屋

源
兵
衛
㊞

お
こ
ん
殿

平
野
屋

元
次
郎
殿

右
の
離
縁
状
に
は
後
半
に
通
常
の
「
再
婚
許
可
文
言
」
が
み
ら
れ
、
離
縁
状
そ
の
も
の
と
言
い
う
る
。
し
た
が
っ
て
、「
内
縁
有
之
」

の
「
内
縁
」
は
縁
組
（
婚
姻
）
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
別
っ
て
述
べ
る
。

㈠

縁
組
（
婚
姻
）
を
意
味
す
る
内
縁

文
政
二
（
一
八
一
九
）
年
二
月
の
暇
状
を
引
用

(9
)

す
る
。

三

暇
状
之
事

一
此
う
た
我
等
女
房
ニ
申
請
有
候
処
、

先
達
て
暇
遣
候
後
、
又
々
内
縁
有
之
、

此
度
改
暇
遣
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
は
此
後

何
方
へ
縁
付
仕
候
共
、
其
時
一
言
之

申
分
無
御
座
候
、
一
札
如
件

文
政
弐
年

｢内縁」の語義について 6



卯
二
月

明
石
屋

作
兵
衛
（
花
押
）

お
う
た
と
の
へ

こ
れ
に
は
関
連
文
書
が
二
通
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
明
石
屋
作
兵
衛
の
住
居
は
大
坂
釣
鐘
上
之
町
（
現
・
大
阪
市
中
央
区
）
で
、
か

れ
が
妻
う
た
に
差
し
出
し
た
右
の
「
暇
状
」
に
は
、「
先
達
」
す
な
わ
ち
、
前
に
一
度
離
縁
し
た
後
に
「
又
々
内
縁
」
し
、
今
回
あ
ら

た
め
て
暇
を
遣
わ
し
た
と
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
。
先
達
て
の
暇
と
は
前
年
の
文
化
一
五
年
四
月
の
こ
と
で
、
そ
の
と
き
に
梶
木
町

（
現
・
大
阪
市
中
央
区
）
尊
光
寺
か
ら
本
庄
村
（
現
・
大
阪
市
北
区
）
敷
恩

(教
、髙
木
)寺

あ
て
に
出
さ
れ
た
寺
請
状
（
宗
旨
送
一
札
）
と
、
同

時
に
大
坂
釣
鐘
上
之
町
か
ら
「
う
た
」
の
実
家
、
摂
津
国
西
成
郡
北
中
嶋
浜
村
（
現
・
大
阪
市
淀
川
区
）
役
人
に
あ
て
ら
れ
て
人
別
送

り
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
又
々
」
の
内
縁
と
い
う
こ
と
は
、
初
め
の
内
縁
と
性
質
は
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
初
め
の
離

縁
に
寺
・
町
双
方
の
送
り
が
あ
る
の
で
、
初
め
の
内
縁
は
手
続
き
を
ふ
ん
だ
結
婚
で
あ
り
、
二
度
目
の
内
縁
も
ま
た
結
婚
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
で
の
「
内
縁
」
は
ま
さ
に
正
式
な
縁
組
（
婚
姻
）
を
意
味

(10
)

す
る
。

「
内
縁
」
の
語
を
含
む
二
二
通
の
離
縁
状
の
う
ち
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
内
縁
が
正
式
な
縁
組
（
婚
姻
）
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は

つ
ぎ
の
も
の
を
除
き
、
未
刊
の
も
の
を
紹
介
す
る
に

(11
)

止
め
(12
)た。

四

暇
状
之
事

一
因
縁
迚
其
元
と
内
縁
結
候
所
、
何
分

不
縁
候
故
、
此
度
暇
遣
し
候
間
、
然
ル
上
は

何
方
へ
縁
付
被
致
候
共
、
当
方
構
無
之
候
、

為
後
日
暇
状
、
如
件

天
保
四
年

7 専修法学論集 第126号



巳
五
月

善
治
郎

お
こ
ふ
と
の

こ
れ
に
は
関
連
文
書
が
あ
り
、
左
に
引
用
す
る
。
原
文
は
七
行
半
で
、
和
泉
国
大
鳥
郡
高
石
南
村
（
現
・
大
阪
府
高
石
市
）
の
離
婚

事
例
で
あ
る
。

一

証

一
私
シ
忰
善
治
郎
義
、
其
御
元
姉
君
お
こ
ふ
と
の
因
縁
迚
、
内
縁
取
組
候
処
、
然
ル
ニ
及
懐
胎
、
就
夫
出
産
雑
用
助
成
金
と
し
て

金
子
弐
両
斗
り
、
当
春
差
送
り
候
処
、
以
テ
之
外
安
産
故
、
前
金
之
内
過
銀
御
座
候
間
、
此
度
徳
三
郎
殿
ヲ
以
、
銀
札
弐
拾
八

匁
返
銀
被
下
、
忝
慥
ニ
受
納
仕
候
、
依
て
請
取
書
、
如
件

天
保
四
年

高
石
南
村

巳
五
月

平
治
郎
㊞

同

村
孫
右
衛
門
殿

善
治
郎
は
「
因
縁
迚
（
と
て
）」
お
こ
ふ
と
「
内
縁
」
を
結
ん
だ
が
、
不
縁
に
て
、
こ
の
度
離
縁
す
る
こ
と
に
な
り
、
誰
と
再
婚
し

て
も
か
ま
わ
な
い
と
暇
状
を
差
し
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
お
こ
ふ
は
懐
胎
し
て
お
り
、
男
性
方
か
ら
「
出
産
雑
用
助
成
金
」
と

し
て
金
子
弐
両
ほ
ど
送
っ
た
。
し
か
し
、
以
て
の
外
の
「
安
産
」
だ
っ
た
の
で
、
懸
っ
た
費
用
の
残
金
を
返
し
て
き
た
。
こ
の
時
の
受

領
書
が
右
の
文
書
で
、
暇
状
と
受
領
書
が
同
じ
日
付
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
出
産
雑
用
助
成
金
」
は
お
こ
ふ
へ
の
離
縁
慰
謝
料
の
意
だ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
お
こ
ふ
側
で
は
な
お
も
復
縁
で
き
る
も
の
と
残
金
の
返
金
に
及
ん
だ
も
の
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ

こ
で
の
「
内
縁
」
は
縁
組
（
婚
姻
）
を
意
味
し
よ
う
。

｢内縁」の語義について 8



つ
ぎ
の
も
の
は
近
江
国
（
現
・
近
江
八
幡
市
）
の
文
書
で

(13
)

あ
る
。

五

暇
状
之
事

一
其
方
義
是
迄
内
縁
有
之
候
所
、
此
度

勝
手
ニ
付
、
暇
遣
し
候
所
実
正
也
、
然
ル
上
は

向
後
何
方
へ
縁
付
被
致
候
共
、
一
言
之
申
分
無
之
候
、

依
て
暇
状
如
件

天
保
十
三
寅
年

三
月

鉄

蔵

お
と
め
ど
の

こ
れ
も
「
内
縁
」
は
縁
組
の
意
で
あ
る
が
、
右
に
は
も
う
一
つ
離
縁
状
と
し
て
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
夫
婦
の
名
前
を
同
列
に
書

い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
夫
婦
の
名
前
の
間
を
、
ハ
サ
ミ
・
カ
ミ
ソ
リ
で
切
っ
た
り
、
そ
の
間
を
手
で
破
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、

縁
切
り
の
呪
術
的
儀
礼
と
し
た
の
で

(14
)

あ
る
。
あ
る
い
は
夫
婦
同
列
に
書
い
て
真
ん
中
に
墨
で
棒
線
を
引
い
た
も
の
、
ま
た
右
の
も
の
は

夫
婦
の
名
前
の
間
が
四
・
五
セ
ン
チ
ほ
ど
あ
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
間
に
手
刀
を
入
れ
、
呪
術
的
な
縁
切
り
儀
礼
に
か
え
た
も
の
と
想

像
さ
れ
る
。
こ
の
慣
行
は
美
濃
・
近
江
・
丹

(15
)

後
国
に
み
ら
れ
る
地
域
的
特
徴
で
も
あ
る
。

つ
ぎ
に
紹
介
す
る
の
も
「
内
縁
」
は
縁
組
の
意
で
あ
る
（
筆
者
所
蔵
）。
同
時
に
購
入
し
た
文
書
が
伊
勢
国
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

こ
れ
も
関
西
の
文
書
と
考
え
ら
れ
る
。

六

離
縁
状
之
事

一
幾
事
内
縁
取
結
、
是
迄
連
添
来
候
処
、

9 専修法学論集 第126号



此
度
勝
手
ニ
付
、
女
子
せ
い
儀
は
我
等
引
請
、

致
離
縁
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
ハ
貴
殿
身
ニ
付
、
聊

差
構
無
之
候
、
為
後
日
離
縁
状
依
て
如
件

文
久
三
亥
年

十
月

泰

蔵
㊞

い

く

殿

妻
い
く
と
「
内
縁
取
結
、
是
迄
連
添
来
」
た
り
と
あ
り
、
し
か
も
夫
婦
の
間
に
女
子
が
出
生
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
内
縁
」
は
あ

る
程
度
の
年
数
を
経
た
縁
組
（
婚
姻
）
を
意
味
す
る
。
出
生
女
子
は
夫
方
で
引
取
る
こ
と
で
離
縁
に
な
っ
た
。
こ
の
ほ
か
二
通
「
内

縁
」
が
縁
組
の
意
で
あ
る
も
の
が
見
出
さ
れ
て
い
る
が
、
引
用
は
煩
瑣
に
わ
た
る
の
で
、
注
に
掲

(16
)

げ
た
。

㈡

縁
組
を
約
束
し
た
関
係
を
意
味
す
る
内
縁

将
来
の
縁
組
を
約
束
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
解
消
す
る
場
合
が
あ
り
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
婚
約
を
意
味
す
る
「
内
縁
」
と
断

定
す
る
も
の
は
離
縁
状
の
中
に
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
内
縁
手
切
れ
状
や
内
縁
解
消
文
書

の
な
か
に
は
、
多
く
は
情
交
関
係
を
と
も
な
い
、
か
つ
将
来
の
婚
姻
を
約
束
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
か
な
り
見
ら
れ
る
。

㈢

情
交
（
私
通
）
を
と
も
な
う
男
女
関
係
を
意
味
す
る
内
縁

嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
六
月
九
日
、
清
水
屋
文
蔵
か
ら
つ
る
に
あ
て
た
一
札
が
あ
る
。
出
拠
は
不
明
で
あ
る
が
、
関
西
の
も
の
と

思
わ

(17
)

れ
る
。

｢内縁」の語義について 10



七

一

札

一
其
元
殿
と
内
縁
在
之
候
な
ど
と
、
世
間
ニ
て
惣
(悪
カ
)風

之

取
沙
汰
致
候
得
共
、
於
我
等
ニ
右
様
之
覚
一
切
無
之
候
、

向
後
何
国
何
方
え
縁
付
被
成
候
共
、
毛
頭
差
構
無
御
座
候
、

為
後
証
暇
状
代
り
之
一
札
、
依
如
件

嘉
永
五
子
年
六
月
九
日

清
水
屋

文

蔵
㊞

お
つ
る
殿

こ
れ
に
よ
れ
ば
「
内
縁
在
之
候
な
ど
と
、
世
間
ニ
て
惣
風
之
取
沙
汰
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
惣
風
」
は
「
悪
風
」
の
書
き
誤
り
で
は

な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
す
る
と
、
こ
の
「
世
間
ニ
て
悪
風
之
取
沙
汰
」
は
、
世
間
に
二
人
の
関
係
が
悪
い
噂
と
し
て
取
り
ざ
た
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
文
蔵
は
「
右
様
之
覚
一
切
無
之
候
」
と
否
定
し
た
。
そ
の
上
で
、
ど
こ
の
だ
れ
と
結
婚
し
て
も
か
ま
わ

な
い
旨
を
記
し
、
最
後
に
、
こ
の
一
札
は
「
暇
状
代
り
之
一
札
」
で
あ
る
と
し
た
た
め
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
町
内
に
二
人
の
関
係
が
悪
い
風
聞
と
し
て
取
り
沙
汰
さ
れ
た
内
縁
関
係
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の

一
札
は
暇
状
で
は
な
く
、
そ
の
代
り
だ
と
い
う
こ
と
は
二
人
の
関
係
は
少
な
く
と
も
婚
姻
で
は
な
い
。
同
棲
を
と
も
な
っ
た
関
係
で
あ

れ
ば
、
世
間
公
知
の
事
実
で
と
て
も
「
覚
一
切
無
之
候
」
と
否
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
内
縁
関
係
は
結
婚

や
同
棲
を
と
も
な
う
「
今
日
」
の
内
縁
以
前
の
、
俗
な
言
い
方
を
す
れ
ば
「
あ
の
二
人
は
で
き
て
い
る
」
関
係
、
つ
ま
り
情
交
（
私

通
）
を
と
も
な
う
男
女
関
係
を
意
味
す
る
。
実
際
に
情
交
関
係
が
あ
っ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
噂
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
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㈣

内
々
の
縁
故
を
意
味
す
る
内
縁

こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
離
縁
状
は
地
域
不
明
の
も
の
が
一
通
あ
っ
た
が
、
つ
ぎ
の
も
の
は
甲
斐
国
都
留
郡
与
縄
村
（
現
・
山
梨
県
都
留

市
）
の
離
別
状
で
、
唯
一
東
日
本
か
ら
見
出
し
た
も
の
で

(18
)

あ
る
。

八

差
出
申
離
別
状
之
事

私
妻
き
た
儀
、
元
よ
り
内
縁
も
有
之
、
其
元
方
へ

一
向
御
無
心
申
入
貰
請
、
五
ケ
年
之
間
相
続

罷
有
候
所
、
今
般
無
故
離
別
い
た
し
候
ニ
付
、
右

餞
と
し
て
我
等
所
持
之
地
所
字
名
矢
咲
河
原

に
て
桑
畑
三
升
蒔
差
遣
し
、
今
般
離
別

い
た
し
候
所
相
違
無
御
座
候
、
然
上
何
方
え
縁
付
候

と
も
我
等
方
ニ
て
差
構
無
御
座
候
、
依
之
親
類
加
印

を
以
離
別
状
相
渡
申
所
、
如
件

与
縄
村

天
保
十
五
辰
三
月

夫

林

助
㊞

同
所
加
印

只
右
衛
門
㊞

同
所
き
た

親
分
仲
人

｢内縁」の語義について 12



忠
兵
衛
殿

夫
林
助
は
妻
き
た
と
「
元
よ
り
内
縁
」
も
あ
っ
て
、
き
た
方
へ
「
一
向
御
無
心
申
入
」
て
、
懇
願
し
て
妻
に
貰
い
請
け
た
。
そ
の
後
、

五
年
間
「
相
続
」、
つ
ま
り
婚
姻
生
活
を
過
ご
し
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
内
縁
」
が
先
に
あ
っ
て
、「
無
心
」
し
て
妻
に
し
て
、
婚
姻

生
活
を
営
ん
だ
わ
け
で
、
文
意
か
ら
妻
に
迎
え
る
前
に
は
同
棲
し
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
元
よ
り
は
元
々
親
類
筋
か
何
か
「
内
々
の

縁
故
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
う
み
る
と
、
関
西
で
離
縁
状
に
み
る
「
内
縁
」
は
、
多
く
の
場
合
、
縁
組
（
婚
姻
）
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
も
の
が
、
情
交
（
私

通
）
を
と
も
な
う
男
女
関
係
を
意
味
す
る
も
の
ま
で
、
き
わ
め
て
多
義
的
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
8
)
成
瀬
高
明
「
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連
史
料
(六
）」
三
九
頁
。

（
9
)
成
瀬
高
明
「
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連
史
料
(一
）」
関
連
文
書
と
も
八
九
頁
。

（
10
)
た
だ
、
こ
の
前
年
の
寺
・
町
送
り
に
は
女
房
の
名
と
し
て
「
松
」
と
あ
る
。「
う
た
」
が
先
の
結
婚
時
に
は
松
と
称
し
た
か
、
あ
る
い
は
松
の
前
に

結
婚
し
て
い
た
か
確
定
で
き
な
い
が
、
筆
者
は
お
そ
ら
く
前
者
だ
と
思
考
し
て
い
る
。

（
11
)
こ
の
「
内
縁
」
が
縁
組
（
婚
姻
）
を
意
味
す
る
も
の
の
う
ち
、
す
で
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
は
、
紙
幅
の
関
係
で
一
覧
に
し
て
左
に
掲
げ
、
掲
載
文
献

は
番
号
順
に
表
の
後
に
付
し
た
。
な
お
、
史
料
番
号
と
は
文
書
に
ゴ
シ
ッ
ク
で
付
し
た
番
号
で
あ
る
。

「
内
縁
」
が
縁
組
を
意
味
す
る
離
縁
状
既
出
一
覧
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和
暦
・
年
月
日

事
書

内
縁
記
述

差
出
人
│
名
宛
人

地
域

特
記
事
項

史
料
番
号

12345
天
保
六
年
一
二
月

天
保
一
一
年
九
月

天
保
一
三
年
八
月

嘉
永
六
年
八
月

明
治
五
年
三
月

暇
状
一
札
之
事

離
縁
一
札
之
事

暇
状
之
事

隙
状
之
事

暇
状
之
事

内
縁
致
し

是
迄
内
縁
有
之
候

是
迄
…
…
内
縁
在
之

内
縁
之
取
結
候

内
縁
組
合
い
た
し
候

弥
七
│
幸

加
賀
屋
新
兵
衛
│
す
へ

東
吉
│
は
る

政
二
郎
│
よ
そ

弥
吉
│
ひ
さ

京
坂

大
坂

関
西

関
西

関
西

九

懐
胎
に
つ
き
添
書

一
〇

一
一

一
二

夫
婦
名
同
列

一
三



掲
載
文
献
は
、
以
下
の
通
り
。
1
は
拙
稿
「
徳
川
時
代
後
期
家
族
法
関
係
史
料
(十
四
)│
東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
未
刊
離
縁
状
並
び
に

関
連
文
書
」（『
専
修
法
学
論
集
』
第
一
二
一
号
、
二
〇
一
四
年
七
月
）
八
〇
頁
、
2
・
5
・
7
は
成
瀬
高
明
「
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連
史
料

(一
）」
八
七
・
九
二
・
八
七
頁
、
3
は
成
瀬
高
明
「
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連
史
料
(四
）」
二
頁
、
4
は
前
注
(6
)拙
著
『
泣
い
て
笑
っ
て
三
く

だ
り
半
』
二
四
頁
、
6
は
縁
切
寺
満
徳
寺
資
料
館
第
二
九
回
「
明
治
の
三
く
だ
り
半
Ⅱ
│
離
縁
状
は
い
つ
ま
で
用
い
ら
れ
た
か
│
」（
二
〇
一
五
年
一

〇
月
）
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
8
は
成
瀬
高
明
「
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連
史
料
(十
）」
一
八
頁
、
9
は
拙
著
『
増
補

三
く
だ
り
半
│
江
戸
の
離
婚

と
女
性
た
ち
│
』（
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
七
月
）
二
九
六
頁
。

（
12
)
成
瀬
高
明
「
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連
史
料
(七
）」
二
〇
頁
。

（
13
)
江
南
洋
氏
所
蔵
。
一
九
八
五
年
七
月
、
氏
に
写
し
を
ご
恵
与
い
た
だ
い
た
。
デ
ー
タ
と
し
て
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
の
、
今
日
ま
で
活
字
と

し
て
引
用
が
遅
れ
た
こ
と
を
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
14
)
そ
の
実
例
と
し
て
は
、
前
注
(11
)拙
著
『
増
補

三
く
だ
り
半
』
二
九
四
頁
以
下
、
前
注
(6
)同
『
泣
い
て
笑
っ
て
三
く
だ
り
半
』
一
一
七
頁
以
下
、

同
『
三
く
だ
り
半
と
縁
切
寺
│
江
戸
の
離
婚
を
読
み
な
お
す
│
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
、
五
三
頁
以
下
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
15
)
な
お
、
拙
稿
「
三
行
半
研
究
余
滴
⑨

妾
の
三
く
だ
り
半
」（『
評
論
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一
四
年
一
月
、
一
三
頁
）
で
、
一
ヶ
所
を
丹
波
国

と
し
た
の
は
、
丹
後
国
の
誤
り
で
あ
り
、
こ
こ
に
訂
正
し
て
お
く
。

（
16
)
上
段
の
も
の
は
、
大
阪
市
史
編
集
室
架
蔵
文
書
で
、
浅
井
潤
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
下
段
は
吉
海
直
人
氏
所
蔵
文
書
で
、
と
も
に
写
し
を
ご
恵
与

い
た
だ
い
た
。
明
治
も
三
〇
年
の
こ
と
と
て
二
〇
行
の
タ
テ
罫
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
両
氏
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

一
八

暇
状
之
事

一
九

妻
離
縁
之
証

一
其
許
殿
と
是
迄
内
縁
取
組
有
之
候
処
、
此
度

一
其
許
儀
、
内
縁
之
事
件
ニ
付
、

其
許
願
ニ
依
て
暇
差
遣
し
申
候
処
実
正
也
、

今
般
致
離
別
候
ニ
付
て
ハ
、
向
後

然
ル
上
ハ
以
後
何
方
え
縁
附
被
致
候
共
、
一
切
差
構

他
へ
再
縁
之
儀
可
為
勝
手
、
依
テ

｢内縁」の語義について 14

6789
明
治
一
四
年
一
〇
月
二
六
日

辰
二
月
一
九
日

九
月
日

一
二
月
八
日

証暇
状
之
事

暇
状
之
事

隙
状
之
事

内
縁
ヲ
結
ヒ
置
候

内
縁
取
結
び
い
た
し
候

是
迄
内
縁
有
之
候

我
等
内
縁
結

薄
井
藤
右
衛
門
│
伊
藤
と
せ

美
濃
屋
吉
右
衛
門
│
み
よ

条
之
助
│
勝

兵
吉
│
き
ミ

不
明

関
西

関
西

関
西

一
四

一
五

一
六

夫
婦
名
同
列
・
棒
線

一
七



無
之
候
、
為
後
日
之
暇
状
依
て
如
件

離
縁
証
書
如
件

慶
応
三
年

神
崎
屋

明
治
三
十
年

卯
ノ
三
月

徳

七

二
月
二
十
六
日

鯉
屋

谷

出

鉄
次
良
㊞

受
人

弥
三
郎
印

林

す

ゑ
殿

お
せ
ん
ど
の

（
17
)
成
瀬
高
明
「
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連
史
料
(一
）」
九
一
頁
。

（
18
)
隈
崎
渡
「
近
世
末
婚
姻
・
養
子
縁
組
文
書
考
」（『
法
学
新
報
』
第
五
六
巻
第
九
号
、
一
九
四
九
年
九
月
）
七
一
頁
。

三

他
の
文
書
に
み
る
用
語
と
し
て
の
「
内
縁
」

こ
こ
で
は
離
縁
状
以
外
の
文
書
に
あ
ら
わ
れ
た
用
語
と
し
て
の
「
内
縁
」
を
み
て
み
よ
う
。

㈠

内
縁
手
切
れ
状
に
み
る
内
縁

ま
ず
事
書
（
表
題
）
に
「
内
縁
手
切
状
」
と
明
記
さ
れ
た
も
の
を
掲

(19
)

げ
る
。
下
徳
山
村
は
美
作
国
大
庭
郡
の
村
（
現
・
岡
山
県
高
梁

市
）
で
あ
る
。

二
〇

内
縁
手
切
状
之
事

其
方
義
、
内
々
夫
婦
之
約
束
致
居
候
処
、
義(カ
)心

ヲ

忘
、
外
方
え
縁
付
参
候
ニ
付
、
心
外
不
得
止
事

大
庄
屋
所
え
御
願
申
上
候
処
、
御
指
図
ヲ
以
、
上
徳
山
村
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周
蔵
殿
外
壱
人
御
立
入
御
取
障(マ
マ
)被

成
、
和
合
内
済

致
候
上
は
、
右
体
不
実
意
之
も
の
ニ
少
も
執
心

無
之
候
間
、
以
来
勝
手
次
第
ニ
縁
付
被
致
候
、
為
其

手
切
レ
状
相
渡
所
依
如
件

下
徳
山
村

文
政
六
未
年
三
月

元

兵

衛

同
村し

ゅ
ん
と
の

男
女
二
人
は
文
中
に
「
内
々
夫
婦
之
約
束
致
居
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
将
来
結
婚
の
約
束
を
し
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

相
手
し
ゅ
ん
は
外
の
者
に
縁
付
い
て
し
ま
っ
た
。
元
兵
衛
に
は
心
外
至
極
の
こ
と
で
、
大
庄
屋
へ
歎
願
し
た
と
こ
ろ
、
在
所
の
有
力
者

上
徳
山
村

(20
)

周
蔵
ほ
か
一
人
が
立
ち
入
り
、
内
済
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
上
で
元
兵
衛
は
こ
の
よ
う
な
不
実
意
の
者
に
は
少
し
も

「
執
心
」
な
い
旨
を
記
し
、
手
切
れ
状
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
内
縁
は
、
文
字
通
り
、「
将
来
の
夫
婦
約
束
」
を
意
味
す
る
。

つ
ぎ
の
も
の
は
「
内
縁
手
切
れ

(21
)

一
札
｣と
し
て
成
瀬
が
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。「
内
縁
」
に
か
か
わ
る
文
書
の
前
半
部
分
を
引
用
す

る
。
出
拠
は
特
定
で
き
な
い
が
、
銀
遣
い
か
ら
関
西
と
考
え
ら
れ
る
。

二
一

差
入
申
一
札
之
事

一
近
江
や
も
よ
娘
よ
ね
と
申
者
、
其
元
殿
弟
弁
治
郎
殿
と
是
迄
内
縁
結
居
申
候
所
、
昨
冬
以
来
御
引
合
ニ
及
、
惣(マ

マ
)方

得
心
之

上
、
昨
丑
年
十
一
月
ニ
、
銀
子
五
百
目
御
恵
被
下
、
縁
切
ニ
相
成
候
所
、
当
春
以
来
よ
り
紛
敷
儀
出
来
、
何
共
申
訳
無
之
候
、

夫
故
我
等
縁
家
ニ
付
、
右
よ
ね
当
呉(マ

マ
)以

来
よ
り
我
等
方
へ
引
取
、
段
々
御
引
合
ニ
及
、
此
度
惣
方
得
心
之
上
、
暇
状
請
取
、

｢内縁」の語義について 16



縁
切
ニ
相
成
候
所
、
承
知
仕
候
、
尤
雑
費
と
し
て
金
子
六
両
御
恵
被
下
、
千
万
忝
慥
ニ
請
取
申
候
、
…
(下
略
)…

嘉
永
七
（
一
八
五
四
）
年
四
月
、
よ
ね
姉
聟
で
請
人
の
玉
屋
万
助
と
本
人
よ
ね
連
名
・
捺
印
し
て
、
大
坂
屋
八
兵
衛
と
そ
の
忰
弁
治

郎
に
あ
て
た
も
の
で
あ
る
。
よ
ね
は
弁
治
郎
と
内
縁
を
結
ん
で
い
た
が
、
昨
冬
以
来
「
引
合
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
「
引
分
」
の
意
で
、

関
係
者
に
よ
っ
て
引
き
離
さ
れ
、
昨
年
一
一
月
に
は
銀
子
五
百
目
を
貰
い
、「
縁
切
」
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
春
「
紛
敷
儀
」
が

起
こ
っ
た
。
お
そ
ら
く
よ
ね
が
復
縁
を
願
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
姉
聟
が
縁
家
（
親
類
）
で
あ
る
こ
ろ
か
ら
、
二
人
と
両
家
の

間
に
介
入
し
、
よ
ね
を
引
取
、
再
び
別
れ
る
こ
と
に
な
り
、
暇
状
と
雑
費
（
慰
謝
料
）
六
両
を
受
領
し
て
離
縁
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

暇
状
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
内
縁
は
縁
組
（
婚
姻
）
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
は
途
中
で
会
っ
て

も
声
も
か
け
ず
、
ま
た
弁
治
郎
が
よ
ね
方
や
そ
の
親
類
に
立
ち
寄
っ
て
も
、
一
切
取
り
合
わ
な
い
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
の
よ
う
な
甲
斐
国
（
現
・
山
梨
県
）
の
内
縁
手
切

(22
)

れ
状
が
あ
る
。

二
二

入
お
き
申
一
さ
つ
の

の
事
、
金
十
両
、
み
き
ハ
こ
の

た
び
な
い
ゑ
ん

(
内

縁

)

こ
れ
あ
る
と
こ
ろ

松
ぞ
ふ
ど
の
た
ち
あ
い

(
立

会

)
、
な
い
ゑ
ん

て
き
れ
き
ん

(
手

切

金

)

た
し
か
に
ち
や
う

(

頂

)

だ
へ
(
戴
)

い
た
し
候
、
ね
ん
の
た
め

よ
つ
て
く
だ
り
の
こ
と
く

安
せ
い
三
な
ゝ
月
四
日

ひ

さ
（
爪
印
）
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す
が
さ
ま

表
題
「
入
置
申
一
札
之
事
」
の
「
の
」
が
重
複
し
、「
の
事
」
が
二
行
目
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
書
き
手
が
女
人
の
せ
い
か
、

金
額
を
除
い
て
全
文
か
な
書
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
松
蔵
の
立
会
で
、
手
切
れ
に
な
り
、
手
切
れ
金
一
〇
両
を
受

理
し
た
旨
を
明
記
し
た
証
文
で
あ
る
。
一
〇
両
も
の
手
切
れ
金
を
払
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
男
と
ひ
さ
の
間
に
は
情
交
（
私
通
）

関
係
が
あ
り
、
同
棲
、
あ
る
い
は
ひ
さ
は
奉
公
人
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
男
の
方
か
ら
関
係
解
消
を
求
め
た
に
違
い
な
い
。
す
が

は
ひ
さ
の
相
手
男
性
の
母
親
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

も
う
一
通
、
上
野
国
山
田
郡
桐
生
新
町
（
現
・
群
馬
県
桐
生
市
）
の
も
の
を
紹
介
し

(23
)

よ
う
。

二
三

差
出
し
申
一
札
之
事

一
此
ゆ
り
と
申
も
の
、
内
縁
有
之

候
処
、
此
度
梅
吉
殿
立
入
、

手
切
に
い
た
し
候
、
向
後
難
渋

申
間
敷
候
、
為
後
日
仍
て
如
件

当
人

午
八
月

金

蔵
（
爪
印
）

世
話
人梅

吉

お
ゆ
り
ど
の

一

金
弐
分
也

｢内縁」の語義について 18



右
之
通
り
慥
ニ
請
取
申
候
、
以
上

金
造
は
ゆ
り
と
の
内
縁
を
手
切
れ
し
て
、
金
二
分
を
受
け
取
っ
た
。
そ
の
上
で
、「
向
後
難
渋
申
間
敷
候
」
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

一
般
的
に
よ
く
用
い
ら
れ
た
文
言
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
ゆ
り
方
か
ら
手
切
れ
を
求
め
、
か
つ
金
蔵
か
ら
の
後
難
を
恐
れ
た
た
め
に
入

れ
ら
れ
た
文
言
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
内
縁
は
未
婚
男
女
の
情
交
関
係
を
意
味
し
よ
う
。
こ
の
種
の
未
婚
男
女
関
係
の
解
消
文

書
を
主
に
東
毛
地
域
（
上
野
国
東
部
地
域
）
で
は
、「
執
心
切
れ

(24
)

一
札
」
と
言
っ
た
。

右
の
内
縁
手
切
れ
状
か
ら
、
一
通
は
将
来
の
婚
姻
を
約
束
し
た
関
係
（
情
交
関
係
を
と
も
な
っ
た
）
で
あ
り
、
他
の
二
通
は
私
通
関

係
を
と
も
な
っ
た
未
婚
の
男
女
関
係
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
先
に
高
島
は
離
縁
状
に
あ
ら
わ
れ
た
「
内
縁
」
は
、
愛
人
関
係
の
可
能

性
も
否
定
で
き
な
い
が
、「
妾
」
関
係
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
し
か
し
、
筆
者
が
こ
れ
を
「
妾
」
と
し
な
い
の
は
、
妾
の
離
縁
状
に
は

独
特
の
表
現
が
み
ら
れ
る
か
ら
で

(25
)

あ
る
。

ま
ず
、「
妾
」
の
離
縁
状
の
雛
形
で
は
、
前
半
の
離
婚
文
言
に
「
馴
染
い
た
し
申
候
」
と
あ
る
。
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
二
月
、

妾
の
離
縁
状
の
実
例
で
は
「
其
許
と
馴
染
合
居
候
所
、
…
…
手
切
ニ
相
成
」
と
あ
り
、
年
次
は
分
か
ら
な
い
が
、
丑
正
月
の
覚
は
妾
・

ま
き
か
ら
主
人
・
弥
三
郎
へ
の
返
り
一
札
で
、「
久
々
御
馴
染
み
お
り
候
所
」、
今
度
は
ま
き
の
方
か
ら
暇
乞
い
を
し
た
と
い
う
。
結
局
、

妾
の
離
縁
と
は
「
馴
染
居
候
」
女
と
「
手
切
れ
」
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
石
井
良
助
は
丁
卯
一
〇
月
の
離
縁
状
の
な
か
の
冒
頭
「
斧
吉
厄
介
お
あ
き
と
申
物
」
を
挙
げ
、
妻
を
「
厄
介
」
と
は
い
わ
な
か

っ
た
か
ら
、
お
あ
き
は
斧
吉
の
妾
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
一
〇
月
上
野
国
新
田
郡
（
現
・
群
馬
県
太
田
市
）

の
妾
・
と
り
か
ら
の
返
り
一
札
に
は
「
私
事
、
御
厄
介
さ
ま
ニ
て
、
是
迄
夫
々
御
手
当
忝
奉
存
候
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
御
手
当
を
受

け
る
「
厄
介
」
は
妾
で
あ
り
、
こ
の
と
き
と
り
は
、
八
両
の
手
切
れ
金
と
離
縁
状
と
を
受
取
っ
て
離
縁
、
つ
ま
り
妾
関
係
を
解
消
し
た

の
で
あ
る
。
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事
書
に
「
手
切
一
札
」
と
あ
る
天
保
一
〇
（
一
八
三
九
）
年
七
月
の
妾
の
返
り
一
札
が
も
う
一
通
あ
る
。
こ
れ
は
京
都
上
京
常
泉
院

町
の
紅
花
屋
・
松
屋
伝
右
衛
門
と
、
そ
の
妾
で
山
城
国
綴
喜
郡
八
幡
庄
（
現
・
京
都
府
八
幡
市
）
の
谷
村
兵
庫
の
娘
・
ら
く
と
の
手
切

れ
で
あ
る
。
ら
く
が
引
取
人
・
谷
村
常
五
郎
と
連
署
・
連
印
差
し
出
し
た
文
書
で
、
そ
の
前
半
部
分
を
引
用
し
よ
う
（
京
都
府
立
総
合

資
料
館
所
蔵

松
屋

(26
)

文
書
)。

二
四

手
切
一
札

一
私
去
ル
酉
年
十
一
月
其
許
殿
え
御
奉
公
ニ
罷
出
候
処
、
不
斗
其
許
殿
と
内
縁
取
結
、
其
後
長
々
厚
御
世
話
ニ
預
り
来
候
処
、

此
度
手
切
之
御
応
対
ニ
相
成
、
彼
是
入
組
候
ニ
付
、
八
幡
谷
村
常
五
郎
殿
御
取
扱
ニ
預
り
、
双
方
相
対
得
心
之
上
速
ニ
手

切
仕
候
処
実
正
也
、
夫
ニ
付
、
相
改
手
切
金
と
し
て
、
此
度
金
子
弐
拾
五
両
御
恵
被
下
忝
受
納
仕
候
、
…
(下
略
)…

去
る
酉
年
一
一
月
に
ら
く
は
松
屋
に
「
奉
公
」
に
出
、
ふ
と
主
人
・
伝
右
衛
門
と
「
内
縁
」
を
結
ん
だ
と
い
う
。
奉
公
に
出
て
し
ば

ら
く
し
て
主
人
と
の
内
縁
関
係
つ
ま
り
情
交

(27
)

関
係
が
発
生
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
別
宅
の
上
「
長
々
厚
き
御
世
話
」
に
な
る
妾

に
な
っ
た
。
そ
の
期
間
は
ど
の
位
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
奉
公
に
上
が
っ
た
酉
年
を
直
前
の
酉
年
と
す
る
と
手
切
れ
の
天
保
一
〇
年
亥
年

か
ら
正
味
わ
ず
か
一
年
八
ケ
月
に
し
か
な
ら
ず
、
長
々
の
世
話
と
は
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
前
の
酉
年
つ
ま
り
文
政
八
年
か
ら
一
三
年
余

の
奉
公
と
な
ろ
う
。
手
切
れ
は
主
人
の
方
か
ら
申
し
出
で
、
多
少
の
ゴ
タ
ゴ
タ
は
あ
っ
た
が
、
八
幡
の
谷
村
常
五
郎
が
世
話
人
と
し
て

立
入
り
、
双
方
得
心
し
て
手
切
れ
と
な
る
。
つ
い
て
は
主
人
か
ら
手
切
金
と
し
て
金
子
二
五
両
が
差
し
出
さ
れ
、
ら
く
は
以
後
少
し
も

申
分
な
く
「
無
心
」
な
ど
一
切
し
な
い
旨
約
し
、
常
五
郎
に
引
取
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
一
札
に
貼
付
さ
れ
た
別
紙
に
は
、「
此
度
速
ニ
手
切
仕
候
処
、
此
別
紙
手
切
金
之
外
ニ
、
是
迄
住
居
之
諸
道
具
一
式
不
残
私
被

下
候
所
申
受
候
」
と
あ
る
。
ら
く
は
奉
公
の
期
間
若
干
を
差
引
き
、
ざ
っ
と
一
〇
年
余
の
間
の
妾
暮
ら
し
で
必
要
と
し
た
所
帯
道
具
一

式
を
残
ら
ず
受
取
っ
た
。
奉
公
に
上
が
っ
て
間
も
な
く
主
人
の
手
が
付
き
、
当
然
別
宅
に
囲
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
二
五
両
の
手
切
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金
と
所
帯
道
具
一
式
は
い
ま
さ
ら
再
婚
も
な
ら
な
い
ら
く
の
処
女
性
に
対
す
る
代
償
と
し
て
、
女
方
か
ら
強
く
請
求
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

㈡

人
別
送
り
に
み
る
内
縁

宗
門
（
宗
旨
）
人
別
送
り
と
は
個
人
が
居
町
村
か
ら
他
の
町
村
に
婚
姻
・
養
子
縁
組
、
あ
る
い
は
離
縁
な
ど
に
よ
っ
て
移
動
す
る
場

合
、
送
籍
の
た
め
に
町
村
役
人
お
よ
び
檀
那
寺
よ
り
発
行
さ
れ
る
手
形
・
証
文
を

(28
)

い
い
、
た
ん
に
「
人
別
送
り
」
と
い
っ
た
。
こ
れ
は

「
町
村
か
ら
町
村
へ
」「
寺
か
ら
寺
へ
」
二
重
に
手
続
き
を
し
た
が
、
地
方
（
村
方
）
文
書
に
残
存
す
る
の
は
圧
倒
的
に
前
者
が
多
か
っ

た
。
村
の
名
主
間
で
取
り
交
わ
す
人
別
送
り
の
実

(29
)

例
は
、
一
般
的
に
つ
ぎ
に
掲
げ
る
よ
う
な
内
容
で
、
辻
屋
村
（
現
・
長
野
県
上
水
内

郡
信
濃
町
）
名
主
か
ら
大
戸
村
（
現
・
群
馬
県
吾
妻
郡
東
吾
妻
町
）
名
主
へ
あ
て
た
も
の
で
あ
る
。

送
り
一
札
之
事

一
当
村
百
姓
嘉
藤
次
娘
ふ
き
義
、
御
村
方
百
姓
七
兵
衛
妻
ニ
御
村
方
善
太
郎
仲
人
ヲ
以
、
縁
組
遣
し
候
処
相
違
無
御
座
候
、
然
ル

上
は
向
後
当
方
宗
門
人
別
相
除
候
間
、
其
御
村
方
人
別
え
御
加
へ
可
被
成
候
、
為
後
日
送
り
一
札
依
て
如
件

鈴
木
半
重
郎
支
配
所

天
保
七
申
年
八
月
日

信
州
水
内
郡
辻
屋
村

名
主

与
五
左
衛
門
㊞

山
本
大
膳
様
御
支
配
所

上
州
吾
妻
郡
大
戸
宿

御
名
主

加

部

安
左
衛
門
殿
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こ
こ
で
は
「
妻
ニ
…
…
縁
組
遣
し
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
区
有
文
書
で
は
、
ほ
か
に
「
女
房
ニ
…
…
縁
組
差
遣
シ
」、「
妻
ニ
縁
談

取
極
差
遣
シ
」
な
ど
、
大
同
小
異
で
あ
る
が
、
右
の
人
別
送
り
に
対
し
て
、
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
村
方
か
ら
、
村
で
人
別
に
書
き
加
え

た
旨
を
記
し
た
人
別
送
り
を
返
戻
す
る
の
で
あ
る
。

人
別
送
り
の
な
か
に
「
内
縁
」
と
記
し
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
一
例
を
紹
介

(30
)

す
る
。
文
久
四
（
一
八
六
四
）
年
二
月
の
も
の
で
、

事
書
（
表
題
）「
送
り
一
札
之
事
」
と
あ
り
、
上
州
邑
楽
郡
川
俣
村
（
現
・
群
馬
県
館
林
市
）
名
主
か
ら
同
州
勢
多
郡
天
川
原
村

（
現
・
前
橋
市
）
名
主
に
あ
て
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
本
文
の
み
引
用
す
る
。

二
五

一
当
村
百
姓
三
左
衛
門
孫
は
ん
儀
、
当
子
ノ
十
八
才
ニ
罷
成
候
所
、
其
御
村
方
百
姓
勇
次
郎
方
へ
内
縁
申
合
、
昨
亥
春
中

差
遣
候
ニ
付
、
当
村
方
人
別
帳
相
除
キ
候
間
、
已
来
其
御
村
方
人
別
帳
へ
御
書
加
え
可
成
候
、
尤
右
之
者
宗
旨
之
儀
は

代
々
当
村
新
義
真
言
宗
真
如
院
旦
那
紛
無
御
座
候
、
依
之
送
り
一
札
差
出
申
所
如
件

前
年
春
に
「
内
縁
申
合
」
せ
て
、
す
で
に
差
し
遣
わ
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
と
き
は
人
別
改
め
が
既
に
終
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
た
め
か
、

人
別
送
り
は
な
さ
れ
ず
、
翌
年
三
月
頃
な
さ
れ
る
人
別
改
め
に
間
に
合
わ
す
た
め
、
急
遽
二
月
に
送
り
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

あ
る
い
は
こ
の
間
の
経
過
を
み
て
、
夫
婦
お
よ
び
家
族
生
活
が
円
満
に
ゆ
く
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
送
り
が
な
さ
れ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
で
の
「
内
縁
」
は
縁
組
（
婚
姻
）
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

も
う
一
例
紹
介

(31
)

す
る
。
事
書
「
宗
門
村
送
り
一
札
之
事
」
と
あ
り
、
万
延
二
（
一
八
六
一
）
年
二
月
、
遠
州
豊
田
郡
中
野
町
村
名
主

か
ら
同
州
麁
玉
郡
宮
口
村
庄
屋
中
に
あ
て
た
も
の
で
（
と
も
に
現
・
静
岡
県
浜
松
市
）、
こ
こ
で
も
本
文
の
み
引
用
す
る
。

二
六

一
当
村
組
頭
弥
兵
衛
娘
し
げ
儀
、
当
酉
弐
拾
四
歳
ニ
罷
成
候
処
、
今
度
其
御
村
多
平
次
妻
ニ
内
縁
申
合
、
差
遣
度
願
出
候

ニ
付
、
任
其
意
御
同
様
御
願
済
之
上
、
当
村
宗
旨
人
別
帳
面
相
除
可
申
間
、
其
御
村
宗
旨
人
別
帳
面
え
御
書
載
可
成
候
、

為
後
日
送
り
一
札
仍
如
件
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こ
こ
で
も
「
妻
ニ
内
縁
申
合
」
と
あ
り
、
明
ら
か
に
婚
姻
す
る
た
め
の
人
別
送
り
で
あ
る
。
こ
う
み
る
と
、
人
別
送
り
に
み
ら
れ
る

「
内
縁
」
は
す
べ
て
「
縁
組
（
婚
姻
）」
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
る
。

人
の
移
動
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
人
別
送
り
と
は
異
な
る
も
の
の
、
や
や
類
似
し
た
内
容
に
関
所
手
形
が
あ
る
。
上
州
と
信
州

を
往
き
来
す
る
街
道
の
一
つ
に
大
笹
街
道
（
仁
礼
街
道
と
も
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
沼
田
│
吾
妻
│
上
田
、
高
崎
│
仁
礼
│
善
光
寺
を
結

ぶ
街
道
大
笹
村
に
人
馬
取
締
り
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
の
が
、
大
笹
関
所
で
あ
っ
た
。
そ
こ
の
通
行
の
た
め
の
関
所
手
形
で

(32
)

あ
る
。

信
州
高
井
郡
亀
倉
村
（
現
・
長
野
県
須
坂
市
）
の
娘
が
上
州
吾
妻
郡
干
俣
村
（
現
・
群
馬
県
吾
妻
郡
嬬
恋
村
）
に
嫁
入
り
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
。
全
文
引
用
す
る
。

二
七

一
札
之
事

一

女
壱
人

右
は
御
代
官
恩
田
新
八
郎
御
支
配
所
信
州
高
井
郡
亀
倉
村
百
姓
佐
左
衛
門
娘
、
当
村
百
姓
市
右
衛
門
娵
ニ
内
縁
相
極
、
今
般

引
取
申
候
、
依
之
御
関
所
無
相
違
被
遊
御
通
可
被
下
候
、
為
後
証
一
札
仍
て
如
件

干
俣
村

文
化
五
辰
四
月
廿
一
日

名
主

安
左
衛
門
㊞

大
笹御

関

所

御
番
人
中
様

市
右
衛
門
「
娵
ニ
内
縁
相
極
」
と
あ
る
の
で
、
市
右
衛
門
の
忰
の
嫁
と
し
て
迎
え
る
わ
け
で
、
こ
こ
で
の
内
縁
は
当
然
の
こ
と
婚
姻

を
意
味
し
て
い
る
。
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㈢

そ
の
他
の
文
書
に
み
え
る
内
縁

「
内
縁
」
の
用
語
は
、
そ
の
つ
も
り
で
注
意
深
く
見
て
い
く
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
書
に
散
見
さ
れ
る
。

1

訴
状
に
み
る
内
縁

訴
状
を
み
よ
う
。
信
州
埴
科
郡
金
井
村
（
現
・
長
野
県
埴
科
郡
坂
城
町
）
の
も
の
で
、
全
文
を
引
用
す
る
（
筆
者
所
蔵
）。
願
人
・

百
姓
七
左
衛
門
が
組
合
・
親
類
連
署
の
上
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
三
月
中
之
条
代
官
所
に
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。

二
八

乍
恐
以
書
付
奉
歎
願
候

当

御
支
配
所
信
州
埴
科
郡
金
井
村
百
姓
願
人
七
左
衛
門
奉
申
上
候
義
は
、
去
ル
秋
八
月
中
村
内
藤
右
衛
門
娘
や
つ
私
妻

ニ
貰
請
、
内
縁
い
た
し
引
越
候
処
、
何
者
之
所
行
ニ
候
哉
、
去
ル
十
月
中
同
書
同
文
之
火
札
捨
書
再
三
ニ
及
、
家
業
相
続

相
成
兼
、
必
至
と
困
窮
仕
、
無
余
義
不
顧
恐
歎
訴
奉
願
上
候
、
此
義
村
内
愚
癡
・
文
盲
・
妬
嬀
之
所
行
ニ
相
違
無
御
座
候
、

何
卒
格
別
之
御
慈
悲
ヲ
以
村
中
不
残
御
召
出
之
上
、
壱
人
別
御
吟
味
被
成
下
置
候
ハ
ヽ
、
事
実
相
決
り
御
威
光
と
難
有
仕

合
奉
存
候
、
実
ニ
以
不
容
易
義
御
上
様
之
御
手
数
ニ
相
成
候
事
奉
恐
入
候
、
猶
御
尋
之
義
は
乍
恐
口
上
ヲ
以
可
奉
申
上
候
、

以
上

埴
科
郡
金
井
村

文
久
二
戌
年

願
人
百
姓

七
左
衛
門

三
月

組
合

茂
兵
衛

親
類

吉
郎
右
衛
門

安
藤
傳
蔵
様

中
之
条
御
役
所
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
昨
年
秋
八
月
願
人
は
藤
右
衛
門
娘
や
つ
を
「
妻
ニ
貰
請
、
内
縁
い
た
し
引
越
」
し
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
何
者

の
仕
業
か
、
十
月
に
な
る
と
再
三
に
及
ん
だ
「
同
書
同
文
之
火
札
捨
書
」
が
出
さ
れ
、
七
左
衛
門
は
家
業
を
続
け
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
、
困
窮
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
村
中
を
残
ら
ず
召
出
し
て
一
人
ず
つ
吟
味
く
だ
さ
れ
ば
、
事
実
が
判
明
す
る
も
の
と
、
歎
願

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
訴
状
で
は
「
藤
右
衛
門
娘
や
つ
私
妻
ニ
貰
請
、
内
縁
い
た
し
引
越
候
」
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は

「
妻
に
貰
い
請
け
る
」、
つ
ま
り
婚
姻
す
る
こ
と
が
、「
内
縁
」
の
意
味
な
の
で
あ
る
。

2

詫
状
に
み
る
内
縁

慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
正
月
信
州
筑
摩
郡
金
井
村
（
現
・
長
野
県
塩
尻
市
）
の
詫
状
に
も
「
内
縁
」
が
み
ら
れ
る
。
前
半
部
分
を

引
用
す
る
（
筆
者
所
蔵
）。

二
九

差
出
申
御
詫
一
札
之
事

当
村
源
左
衛
門
娘
こ
よ
、
旧
冬
十
二
月
下
鳥
羽
村
え
内
縁
仕
候
処
、
同
村
御
役
場
へ
何
れ
者
哉
、
徒
悪
書
差
送
り
候
ニ
付
、

右
こ
よ
離
別
之
場
合
ニ
至
り
、
其
段
源
左
衛
門
よ
り
御
役
場
へ
御
届
ケ
ニ
相
成
、
依
之
私
忰
謙
蔵
え
御
不
審
相
掛
り
蒙
御
察

当
候
得
共
、
密
通
は
勿
論
徒
悪
書
抔
差
送
り
候
義
、
更
ニ
無
御
座
候
得
共
、
此
段
深
ク
蒙
御
糺
候
て
ハ
一
言
之
申
披
難
出
来

奉
恐
入
義
ニ
御
座
候
…
(下
略
)…

後
半
は
、
謙
蔵
の
親
保
造
は
じ
め
、
組
合
・
親
類
一
同
が
ひ
た
す
ら
村
役
人
に
す
が
り
、
謙
蔵
本
人
を
厳
し
く
改
心
さ
せ
る
の
で
、

詮
議
は
こ
れ
ま
で
に
し
て
放
免
し
て
ほ
し
い
と
歎
願
す
る
も
の
で
、
同
時
に
謙
蔵
の
心
得
違
い
を
詫
び
、
下
鳥
羽
村
役
場
、
源
左
衛
門

方
へ
の
よ
ろ
し
き
執
り
成
し
と
穏
便
な
取
り
計
ら
い
を
願
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
詫
書
末
尾
に
は
金
井
村
名
主
が
こ
の
詫
書
を
差
し

出
す
こ
と
に
相
違
な
き
こ
と
を
奥
書
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
源
左
衛
門
娘
こ
よ
は
下
鳥
羽
村
に
「
内
縁
」
し
た
と
こ
ろ
、
だ
れ
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、「
徒
悪
書
」
が
村
役
場
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に
送
ら
れ
て
き
た
結
果
、
こ
よ
は
離
縁
に
な
る
。
こ
の
徒
悪
書
の
差
出
人
と
し
て
、
疑
念
を
持
た
れ
た
謙
蔵
は
当
初
、
密
通
は
勿
論
、

徒
悪
書
を
送
っ
た
こ
と
は
な
い
と
否
定
し
て
い
た
が
、
か
え
っ
て
「
こ
よ
密
通
の
事
実
」
と
徒
悪
書
を
送
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

こ
の
「
内
縁
」
は
開
始
か
ら
一
か
月
で
離
縁
に
な
っ
た
が
、
縁
組
（
婚
姻
）
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
る
。

つ
ぎ
の
も
の
も
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
、
内
縁
関
係
の
男
女
双
方
か
ら
正
副
戸
長
に
あ
て
た
一
種
の
詫
状
で
あ
る
（
筆
者
所
蔵
）。

文
書
の
な
か
に
「
不
敬
の
内
縁
」
と
も
「
勝
手
の
内
縁
」
と
も
み
え
る
。
金
田
村
は
全
国
に
四
〇
か
所
以
上
あ
り
、
ど
こ
な
の
か
特
定

で
き
ず
、
表
題
も
な
い
。
上
・
下
二
段
に
別
け
て
引
用
す
る
。

三
〇

一
私
シ
義
、
父
母
ニ
対
し
不
敬
之
内
縁
取
結
、

三
一

此
度
親
家
相
続
之
養
子
貰
請
度
候
ニ
付
、

一
私
勝
手
之
内
縁
ニ
付
、
過
日
来
よ
り
彼
是

下
地
ニ
有
之
内
縁
ト
乍
申
、
其
侭
ニ
致
置
、

と
申
、
無
拠
正
副
区
戸
長
衆
迄
御

我
勝
手
而
已
今
日
迄
彼
是
申
立
候
義
ハ
、

心
配
懸
候
段
、
実
以
不
相
済
、
御
説
諭
ニ

先
方
ニ
対
シ
不
相
済
且
又
正
副
区
戸
長
衆
迄

任
セ
、
以
後
右
等
之
儀
不
仕
、
依
之

御
心
配
相
懸
候
義
ハ
、
実
以
恐
縮
ニ
差
入
、

博
明
(マ
マ
)証

奉
差
上
候
、
以
上

以
来
右
等
之
義
決
て
仕
間
敷
候
、
依
之

明
治
九
年

金
田
村

御
断
書
奉
差
上
候
、
以
上

五
月
廿
六
日

藤
田
彦
次
長
男

明
治
九
年

金
田
村

藤
田
源
次
郎
（
筆
軸
印
)

五
月
廿
六
日

藤

野

は

る
㊞

正
副
区
戸
長
御
中

当

正
副
区
戸
長
御
中

藤
野
は
る
は
家
相
続
の
た
め
婿
養
子
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
藤
田
源
次
郎
と
内
縁
関
係
に
あ
っ
た
。
は
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る
は
親
の
意
に
背
い
た
、
そ
の
内
縁
関
係
を
父
母
に
対
し
て
「
不
敬
」
だ
と
述
べ
、
一
方
の
源
次
郎
も
は
る
と
の
関
係
は
事
情
を
知
っ

た
上
で
の
「
勝
手
」
な
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
た
だ
「
下
地
ニ
有
之
内
縁
」
と
あ
る
「
下
地
」
の
意
味
が
判
然
と
し
な
い
。
筆
者
は

「
下
地
」
は
素
地
・
基
礎
の
意
で
「
表
に
あ
ら
わ
れ
な
い
」
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
を
よ
い
こ
と
に
、
は
る
が
源
次
郎
と
の
関
係
を
続
け
、

し
か
も
全
う
し
よ
う
と
、
二
人
と
も
我
儘
勝
手
に
周
り
を
巻
き
込
み
、
終
に
は
い
ろ
い
ろ
申
し
立
て
（
騒
ぎ
立
て
）
正
副
戸
長
衆
迄
心

配
を
か
け
た
こ
と
、
今
後
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
と
約
束
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
内
縁
」
は
男
女
の
情
交
（
私
通
）

関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
将
来
の
婚
姻
を
約
束
し
た
関
係
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
ん
な
る
私
通
関
係
な
ら
、
周
り
や
戸
長
た
ち
を
巻
き

込
ま
ず
に
引
き
分
け
れ
ば
済
む
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
も
の
も
一
種
の
詫
状
で

(33
)

あ
る
。
断
定
は
で
き
な
い
が
、
南
浜
・
三
田
両
村
は
近
江
国
浅
井
郡
内
の
村
（
現
・
滋
賀
県
長
浜

市
）
と
思
わ
れ
る
。
全
文
引
用
す
る
。

三
二

一
札
之
事

一
此
度
市
右
衛
門
殿
娘
お
き
セ
殿
、
私
共
内
縁
仕
候
処
、
御
尊
家
様
前
々
よ
り
御
内
縁
有
之
候
条
、
誠
ニ
以
今
日
迄
存
不
申
、

幾
重
ニ
も
申
上
様
無
之
、
右
ニ
付
金
右
衛
門
様
御
中
人
ニ
御
立
被
下
、
御
尊
家
様
首
尾
能
御
聞
済
被
下
成
難
有
仕
合
奉
存

候
、
向
後
急
度
相
守
右
躰
之
儀
不
仕
候
、
万
一
以
来
ケ
様
之
儀
御
座
候
ヘ
ハ
、
其
節
は
如
何
躰
之
義
被
下
成
候
共
一
切
申

分
無
御
座
候
、
為
後
日
之
一
札
仍
て
如
件

天
保
十
四
年

南
浜
村
ニ
て

卯
三
月
日

吉
太
郎
印

三
田
村平

助
様
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吉
太
郎
が
「
内
縁
」
関
係
に
な
っ
た
お
き
せ
は
、
前
々
か
ら
平
助
家
（
御
尊
家
と
称
し
、
ま
た
様
の
字
を
用
い
て
い
る
の
で
御
大
家

で
あ
る
）
と
「
内
縁
」
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
吉
太
郎
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
平
助
家
に
恐
れ
入
っ
た
吉
太
郎

は
中
人
（
仲
裁
人
）
を
立
て
て
詫
び
、
平
助
家
に
「
首
尾
よ
く
」
納
得
し
て
い
た
だ
い
た
か
ら
は
、
今
後
は
こ
の
よ
う
な
行
為
に
は
及

ば
な
い
旨
誓
約
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
吉
太
郎
が
前
々
か
ら
の
平
助
方
と
お
き
せ
の
「
内
縁
」
を
尊
び
、
自
分
の
方
の
「
内
縁
」

を
あ
き
ら
め
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
の
「
内
縁
」
は
将
来
の
婚
姻
の
約
束
と
考
え
ら
れ
る
。
吉
太
郎
と
お
き
せ
に
私
通
関
係

が
あ
っ
た
か
否
か
断
定
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
吉
太
郎
が
縁
組
を
希
望
し
て
想
い
を
懸
け
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

3

内
縁
解
消
文
書
に
み
る
内
縁

つ
ぎ
に
紹
介
す
る
の
は
「
内
縁
解
消
引
取
状
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
全
文
を
引
用
す
る
が
、
出
拠
は
不
明
で
あ
る
（
筆

者
所
蔵
）。

三
三

差
入
申
一
札

一
我
等
親
る
い
女
お
ふ
さ
ト
申
者
、
泉
屋
孝
助
殿
格
別
の
思
召
以
出
金
之
上
、
身
仕
舞
被
成
下
重
々
難
有
存
居
候
所
、
此
度

御
身
上
ニ
付
、
右
ふ
さ
我
等
方
え
引
取
可
申
様
被
仰
付
承
知
仕
候
、
依
之
内
縁
儀
其
元
殿
御
取
計
ヲ
以
暇
被
下
、
然
ル
上

は
何
方
え
身
片
付
為
致
候
共
不
苦
候
様
被
仰
聞
、
以
来
孝
助
殿
え
何
方
よ
り
御
縁
組
可
被
成
候
共
、
決
し
て
彼
是
ト
申
間

敷
候
、
為
後
日
差
入
一
札
依
て
如
件

安
政
五
年
戌(戊
)

勝
屋

午
正
月

卯

助
㊞

釘

屋

金
兵
衛
殿

大
和
屋

正

助
殿
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長
野
屋

吉
兵
衛
殿

泉
屋
孝
助
と
お
ふ
さ
は
「
内
縁
」
関
係
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
度
三
人
の
取
り
扱
い
で
孝
助
か
ら
暇
が
出
さ
れ
て
離
縁
と
な
っ
た
。
そ

の
と
き
孝
助
は
「
格
別
の
思
召
」
を
も
っ
て
金
を
出
し
、
ふ
さ
の
身
仕
舞
（
支
度
）
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
上
で
暇
が
出
た
ふ
さ

を
親
類
の
卯
助
が
引
き
取
る
よ
う
に
仰
せ
付
け
ら
れ
承
知
し
て
い
る
。
ふ
さ
と
孝
助
と
の
「
内
縁
」
は
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
た
ろ

う
か
。
お
ふ
さ
は
奉
公
に
上
が
り
、
主
人
（
こ
こ
で
は
倅
か
）
の
手
が
つ
い
て
情
交
関
係
が
で
き
、
将
来
の
婚
姻
を
約
束
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
妾
関
係
か
と
考
え
た
が
、
妾
な
ら
先
の
「
ら
く
」
の
よ
う
に
手
切
れ
金
と
し
か
る
べ
き
道
具
が
渡

さ
れ
た
と
思
え
る
の
で
、
お
ふ
さ
と
孝
助
は
情
交
（
私
通
）
関
係
か
ら
婚
姻
を
約
束
す
る
関
係
に
ま
で
い
た
っ
た
が
、
孝
助
方
の
事
情

か
ら
暇
が
出
た
も
の
で
、
お
ふ
さ
の
身
仕
舞
と
は
、
こ
れ
か
ら
お
ふ
さ
が
結
婚
す
る
と
き
の
嫁
入
り
道
具
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、

お
ふ
さ
は
だ
れ
に
片
付
こ
う
と
も
構
わ
ず
、
孝
助
は
だ
れ
と
縁
組
し
よ
う
と
も
決
し
て
異
議
を
唱
え
な
い
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
。
筆
者

の
推
測
が
誤
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
お
ふ
さ
と
孝
助
の
関
係
し
た
期
間
は
さ
ほ
ど
長
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ

で
の
「
内
縁
」
は
お
そ
ら
く
、
私
通
関
係
後
婚
姻
を
約
束
し
た
関
係
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
の
文
書
は
正
確
に
い
え
ば
、
内
縁
離
縁
を

承
諾
し
た
「
内
縁
離
縁
返
り
一
札
（
承
諾
書
）」
で
あ
る
。

下
案
で
あ
る
が
、
同
様
な
文
書
、「
内
縁
縁
切
返
り
一
札
」
が

(34
)

あ
る
。
全
文
を
引
用
す
る
。
光
明
院
が
ど
こ
の
寺
院
な
の
か
特
定
で

き
な
い
が
、
表
題
に
「
縁
切
」
と
み
え
る
の
で
、
下
野
国
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

三
四

入
置
申
縁
切
一
札
之
事

一
私
事
貴
寺
様
え
内
縁
仕
候
処
、
此
節
世
間
評
半(判
)悪

敷
、
無
拠
儀
破
縁
仕
、
且
亦
以
世
話
人
ヲ
御
願
申
上
、
不
縁
金
ト
し
て

金
壱
両
弐
分
也
、
慥
ニ
頂
戴
仕
、
就
て
は
以
来
何
様
之
儀
有
之
候
共
、
決
て
無
心
ケ
間
敷
儀
申
上
間
敷
候
、
若
シ
右
様
之

儀
申
入
候
節
証
文
引
受
、
貴
寺
様
え
聊
御
迷
惑
相
懸
ケ
申
間
敷
候
、
為
後
日
依
之
一
札
申
入
候
処
、
如
件
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安
政
五
午
年
何
月

当
人

た

れ

証
人

同

光
明
院
様

こ
こ
で
は
、
僧
侶
と
内
縁
を
結
ん
だ
が
、
世
間
の
評
判
が
悪
く
、
や
む
な
く
破
縁
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
世
話
人
を
頼
ん
で
、
不

縁
（
離
縁
）
金
一
両
二
分
を
受
け
取
り
、
以
後
無
心
が
ま
し
き
こ
と
は
し
な
い
旨
誓
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
縁
の
女
性
が
本
妻
の
ほ

か
の
「
妾
」
と
す
れ
ば
、
僧
侶
が
妾
を
囲
う
こ
と
は
そ
れ
自
体
が
も
と
も
と
評
判
は
よ
く
な
い
は
ず
で
、
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
「
世
間
評

判
悪
敷
」
と
は
言
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
独
身
の
僧
侶
と
同
棲
し
、
将
来
婚
姻
を
予
定
し
た
男
女
関
係
と
い
え
よ
う
か
。

文
政
一
一
（
一
八
二
八
）
年
六
月
の
「
内
縁
の
聟
手
切
金
受
理
証
文
」（

(35
)

三
五
）
が
あ
る
。
内
縁
の
聟
が
離
縁
し
、
手
切
金
一
両
二

分
受
理
し
、
妻
方
に
は
難
儀
を
か
け
な
い
旨
を
約
し
た
証
文
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
内
縁
」
は
縁
組
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
。

ま
た
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
五
月
、
滋
賀
県
草
津
市
か
ら
見
出
さ
れ
た
「
内
縁
隙
合
意
書
」
が

(36
)

あ
る
。
こ
れ
を
紹
介
し
た
高
島
幸

次
は
、「
こ
の
内
縁
関
係
は
、
未
登
録
の
妻
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
『
愛
人
』
と
考
え
」
て
お
り
、「
二
人
は
同
居
で
な
く
、
定
次
郎
が

み
つ
を
借
家
に
『
囲
っ
て
い
た
』
と
思
わ
れ
る
文
面
」
と
い
う
。
た
し
か
に
定
次
郎
は
山
本
喜
兵
衛
殿
忰
と
あ
り
、
定
次
郎
本
人
は
独

身
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
み
つ
は
妾
で
は
な
く
、
高
島
の
言
う
よ
う
に
、
た
ん
な
る
私
通
関
係
よ
り
情
愛
の
深
い
「
愛
人
」
と
い

え
そ
う
で
あ
る
。

4

身
元
保
証
書
な
ど
に
み
ら
れ
る
内
縁

商
人
間
に
お
け
る
信
用
保
証
と
み
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
限
度
額
の
あ
る
「
根
保
証
」
的
文
書
が

(37
)

あ
る
。

三
六

入
置
申
一
札
之
事

一
常
州
鉾
田
西
宮
喜
四
郎
儀
ハ
我
等
内
縁
之
者
ニ
て
、
其
御
店
御
同
様
之
商
売
仕
候
ニ
付
、
御
取
引
被
下
度
江
戸
仕
入
罷
登
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候
節
、
若
持
参
之
金
子
不
足
之
砌
は
、
金
五
拾
両
迄
当
座
御
貸
被
遣
候
様
御
頼
申
入
候
所
、
難
被
成
儀
な
か
ら
当
座
之
儀

故
、
無
拠
御
承
知
被
下
忝
仕
合
奉
存
候
、
然
上
ハ
御
取
引
中
万
々
一
同
人
違(異
)変

等
御
座
候
て
、
金
銭
相
滞
候
儀
も
御
座
候

ハ
ヽ
、
右
金
高
迄
ハ
我
等
早
速
弁
済
仕
、
少
シ
も
御
世
話
御
苦
労
掛
申
間
鋪
候
、
為
其
一
札
仍
如
件

日
本
橋
通
壱
町
目

文
化
四
卯
年
九
月

伊
勢
屋

又
兵
衛
印

島

屋

半
兵
衛
殿

常
州
鉾
田
西
宮
の
喜
四
郎
は
日
本
橋
通
壱
町
目
の
伊
勢
屋
又
兵
衛
の
「
内
縁
」
の
者
と
い
う
。
商
売
の
た
め
に
江
戸
へ
登
り
、
島
屋

半
兵
衛
方
と
取
引
を
す
る
と
い
う
。
つ
い
て
は
取
引
上
で
金
銭
不
足
の
時
は
五
〇
両
ま
で
用
立
て
て
ほ
し
い
と
述
べ
、
そ
れ
は
伊
勢
屋

が
保
証
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
内
縁
」
は
親
類
に
あ
た
る
な
ど
親
族
関
係
で
あ
れ
、
暖
簾
分
け
も
し
く
は
分
家
し
た

よ
う
な
非
親
族
関
係
で
あ
れ
、「
内
々
の
縁
故
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

名
主
に
あ
て
て
村
法
順
守
の
誓
約
約
証
文
が
あ
る
。
美
濃
国
池
田
郡
脛
永
村
（
現
・
岐
阜
県
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
）

(38
)

文
書
で
あ
る
。
短

い
も
の
な
の
で
全
文
引
用
す
る
（
□
は
筆
者
判
読
不
能
文
字
で
あ
る
）。

三
七

差
出
申
一
札
之
事

私
女
房
し
つ
儀
、
南
尾
井
村
治
助
方
よ
り
縁
付
来
候
処
、
右
治
助
妹
り
つ
、
今
般
仲
太
郎
殿
方
え
貰
請
被
成
候
ニ
付
、
内

縁
と
相
成
□
□
、
今
度
之
縁
類
何
事
ニ
も
引
格
ニ
は
不
仕
、
幸
不
幸
并
村
法
之
儀
先
前
仕
来
之
通
、
相
互
ニ
堅
ク
相
守
可

申
候
、
為
後
年
一
札
差
出
候
処
、
仍
て
如
件野

村
□
人

安
政
四
丁
巳
年
五
月

勘

助
㊞
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御
名
主

筬
四
郎
殿

同
断

繁
三
郎
殿

勘
助
の
女
房
は
治
助
方
よ
り
縁
付
い
て
き
た
が
、
今
度
ま
た
治
助
の
妹
が
仲
太
郎
へ
嫁
い
で
き
た
。
そ
こ
で
勘
助
は
仲
太
郎
と
内
縁

に
な
っ
た
。
し
か
し
、
縁
類
（
親
類
）
に
な
っ
た
と
は
い
え
、「
引
格
に
は
仕
ら
ず
」
つ
ま
り
「
依
怙
贔
屓
は
し
な
い
」
で
村
法
等
は

順
守
す
る
こ
と
を
名
主
あ
て
に
誓
約
し
た
。
こ
こ
で
は
「
内
縁
」
と
な
る
こ
と
は
「
縁
類
」
に
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
親
類
に
な
る
こ

と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
内
縁
」
は
姻
族
的
親
族
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

（
19
)
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵

徳
山
家
文
書
。

（
20
)
前
注
(11
)拙
著
『
増
補

三
く
だ
り
半
』
三
二
三
頁
以
下
参
照
。

（
21
)
成
瀬
高
明
「
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連
史
料
(四
）」
五
・
六
頁
。
な
お
、
表
題
は
旧
京
都
帝
国
大
学
法
学
部
日
本
法
制
史
研
究
室
で
つ
け
た
も

の
で
あ
る
。

（
22
)
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
甲
州
文
庫
。

（
23
)
群
馬
県
立
文
書
館
収
蔵
県
史
資
料

森
寿
作
家
（
桐
生
市
本
町
）
文
書
、
資
料
請
求
番
号H

2

-1

-1

近
世
、8

/81

。

（
24
)
前
注
(11
)拙
著
『
増
補

三
く
だ
り
半
』「
十
八

執
心
切
れ
一
札
」
四
二
三
頁
以
下
参
照
。

（
25
)
以
下
の
妾
に
関
す
る
部
分
は
、
前
注
(11
)拙
著
『
増
補

三
く
だ
り
半
』「
十
六

妾
の
離
縁
状
」
三
八
四
〜
三
九
九
頁
参
照
。

（
26
)
拙
稿
「
離
縁
状
返
り
一
札
考
」（『
関
東
短
期
大
学
紀
要
』
第
三
〇
集
、
一
九
八
六
年
三
月
）
三
三
頁
、
史
料
七
。

（
27
)
前
注
(11
)拙
著
『
増
補

三
く
だ
り
半
』
三
九
〇
頁
で
、
傍
線
箇
所
を
「
内
縁
関
係
つ
ま
り
妾
関
係
」
が
発
生
し
た
と
述
べ
た
が
、
本
稿
の
通
り
、

情
交
（
私
通
）
関
係
が
し
ば
ら
く
続
き
、
妾
関
係
に
移
行
し
た
も
の
で
、
こ
こ
で
の
内
縁
は
妾
関
係
で
は
な
く
、「
情
交
（
私
通
）
を
と
も
な
う
男
女

関
係
」
を
意
味
す
る
も
の
と
改
め
る
。

（
28
)
浅
井
潤
子
「
宗
門
・
人
別
加
除
証
文
」（
古
文
書
学
会
編
『
概
説

古
文
書
学

近
世
編
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
六
月
）
二
〇
六
頁
以
下
参

照
。
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（
29
)
群
馬
県
立
文
書
館
所
蔵
県
史
資
料

大
戸
区
有
文
書
（
吾
妻
郡
吾
妻
町
）
資
料
請
求
番
号PF0306

、
文
書
番
号59

/679

-224

。

（
30
)
群
馬
県
立
文
書
館
所
蔵

前
橋
市
文
京
町
二
丁
目
自
治
会
文
書
、
資
料
請
求
番
号P08307

、
文
書
番
号36

。

（
31
)
埼
玉
県
立
文
書
館
収
蔵

長
谷
川
(宏
)氏
収
集
文
書
、
資
料
番
号
一
三
二
。

（
32
)
群
馬
県
立
文
書
館
所
蔵
県
史
資
料

干
川
英
吉
氏
所
蔵
文
書
（
吾
妻
郡
嬬
恋
村
干
俣
）
資
料
請
求
番
号H

64

-2

-2

、
文
書
番
号I/26

。

（
33
)
九
州
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
文
書
、
資
料
番
号K

j19
N

15

。

（
34
)
東
京
大
学
経
済
学
図
書
館
・
経
済
学
部
資
料
室
所
蔵

土
屋
家
旧
蔵
文
書
、
資
料
番
号79

-61

。

（
35
)
前
注
(11
)拙
稿
「
徳
川
時
代
後
期
家
族
法
関
係
史
料
（
十
四
）」
八
四
頁
。

（
36
)
前
注
(3
)高
島
幸
次
「『
内
縁
』
関
係
の
三
く
だ
り
半
」
三
頁
。
な
か
な
か
閲
覧
す
る
の
に
困
難
な
文
献
故
全
文
を
引
用
す
る
。
高
島
は
読
み
下
し

文
に
し
た
が
、
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
原
文
通
り
翻
刻
し
た
（
原
文
一
二
行
半
）。

三
八

隙
状
合
書
之
事

一
矢
倉
村
新
町
松
屋
伝
兵
衛
殿
借
宅
申
居
伏
水
屋
み
つ
申
人
と
、
山
本
喜
兵
衛
殿
忰
定
次
郎
と
内
縁
致
し
居
、
定
次
郎
よ
り
隙
を
仕
し
候
、
時
之

中
人
(仲
人
)ハ

西
川
清
助
妻
す
ま
と
申
人
、
ら
ち
あ
け

(
埒
明
)

申
時
ニ
金
弐
両
弐
歩(分
)定

次
郎
よ
り
請
取
候
て
、
み
つ
ニ
渡
し
、
隙
状
と
も
ら
ち
あ
け
候
、
此
上

い
か
(如
何
)と
申
ま
い
り
候
て
も
一
世
あ
い
て

(
相
手
)
ニ
成
事
ハ
一
才(切
)無
之
候
、
万
一
無
身(心
)か
ま
し
き
事
申
、
す
ま
よ
り
あ
い
て
ニ
成
候
間
、
鳥

渡

(ち
ょ
っ
と
)書
印(記
)

お
き
候
、明

治
六
酉
五
月
八
日
夜
七
時

片
付
申
候

（
37
)
埼
玉
県
立
文
書
館
収
蔵

戸
谷
家
文
書
、
資
料
番
号
二
九
七
八
。

（
38
)
岐
阜
大
学
附
属
博
物
館
所
蔵

脛
永
村
文
書
、
資
料
番
号
ぬ
七
五
。

四

明
治
民
法
施
行
後
の
離
縁
状
に
み
る
「
内
縁
」

明
治
民
法
の
制
定
・
施
行
に
よ
り
、
婚
姻
は
戸
籍
吏
に
届
出
、
こ
れ
が
受
理
さ
れ
る
こ
と
で
そ
の
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。

届
出
婚
（
法
律
婚
）
主
義
の
採
用
で
あ
る
。
こ
れ
を
境
に
い
わ
ゆ
る
「
内
縁
」
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
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を
論
及
す
る
も
の
で
は
な
い
。
民
法
施
行
後
に
授
受
さ
れ
た
離
縁
状
に
み
え
る
「
内
縁
」
の
用
語
と
し
て
の
意
味
を
検
討
し
よ
う
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
明
治
三
三
年
と
三
六
年
、
さ
ら
に
下
っ
て
大
正
一
四
年
の
離
縁
状
に
み
え
る
「
内
縁
」
を
考
え
る
。

民
法
施
行
後
の
間
も
な
い
明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
、
京
都
市
の
離
縁
状
が
あ
る
。
山
口
ト
ラ
に
関
す
る
文
書
は
四
通
あ
り
、
す

べ
て
筆
者
所
蔵
で
あ
る
。

三
九

離
縁
状
之
証

一
先
年
来
其
之
許
ト
拙
者
ト
内
縁
有
之

候
処
、
今
回
都
合
ニ
依
リ
双
方
相
談
之
上

離
縁
致
候
処
実
正
ナ
リ
、
然
ル
上
ハ
今
後

他
ト
縁
組
被
成
候
共
、
拙
者
ニ
於
テ
少
も

故
障
無
之
候
、

為
(マ
マ
)為

後
日
離
縁
証
依
テ
如
件

上
京
区
上
長
者
町
猪
熊
東
入
丁

明
治
三
十
三
年

山

田

久

吉
㊞

七
月
四
日

下
京
区
三
条
通
烏
丸
東
入
丁

佐
野
清

嘉

代
□印

山

口

ト

ラ
殿

山
田
久
吉
と
山
口
ト
ラ
は
「
内
縁
」
関
係
だ
っ
た
も
の
を
今
回
、
都
合
に
よ
っ
て
双
方
相
談
の
上
、
離
縁
し
た
と
い
う
。
二
人
の
結
婚

｢内縁」の語義について 34



は
い
つ
か
ら
だ
っ
た
の
か
、
前
年
一
一
月
の
家
借
用
の
契
約
書
が
参
考
に
な
る
。

契
約
証
書

一
今
般
御
隠
居
被
遊
候
ニ
際
シ
、
本
家
借
用
ノ
為
メ
家
賃
ト
て
毎
壱
ケ
月
ニ
付
金
五
円
也
、
毎
月
三
十
一
日
限
リ
必
定
相
納
メ
可

申
候
、
拙
者
ニ
於
テ
ハ
壱
日
壱
ケ
月
タ
リ
ト
モ
決
シ
テ
滞
納
若
ク
バ
未
納
等
ノ
事
ハ
毫
モ
致
ス
間
敷
候
、
其
レ
共
万
一
滞
納
若

ク
バ
未
納
等
致
シ
候
節
ハ
、
直
チ
ニ
御
貴
殿
ヨ
リ
如
何
様
ニ
御
取
計
ヒ
被
成
降
候
テ
モ
、
拙
者
ノ
責
任
ニ
有
之
候
ニ
付
、
一
言

モ
申
間
敷
候
、
依
て
契
約
証
書
如
件

明
治
参
拾
弐
年
拾
壱
月

日

山

口

久
之
助
㊞

同

ト

ラ

父
上

山

口

亀
次
郎
殿

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
離
縁
の
前
年
山
口
久
之
助
・
ト
ラ
夫
婦
は
、
ト
ラ
の
父
の
隠
居
に
と
も
な
い
、
家
賃
一
ヶ
月
五
円
で
本
家
を
借
用

す
る
こ
と
に
な
り
、
右
の
契
約
証
書
が
作
成
さ
れ
た
。
離
縁
状
の
山
田
久
吉
と
山
口
久
之
助
の
押
捺
し
た
印
鑑
は
同
一
で
あ
る
。
と
い

う
こ
と
は
、
山
田
久
吉
は
ト
ラ
に
婿
入
り
し
て
、
妻
方
の
苗
字
「
山
口
」
を
称
し
、
名
も
「
久
之
助
」
と
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

か
ら
間
も
な
い
四
月
に
は
、
夫
婦
で
別
家
す
る
た
め
義
父
・
山
口
亀
治
郎
か
ら
「
諸
道
具
料
」
五
〇
円
を
恵
ま
れ
、
そ
の
「
受
領
書
」

が
あ
る
。
こ
の
と
き
は
山
田
久
吉
名
義
で
受
領
し
て
い
る
。
離
縁
の
兆
し
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

一
一
月
以
前
に
婿
入
り
し
て
夫
婦
連
名
で
本
家
借
用
し
、
翌
年
四
月
に
別
家
し
、
七
月
四
日
に
は
離
縁
し
た
。
一
一
月
に
婿
入
り
し

た
と
す
れ
ば
、
実
質
八
か
月
の
結
婚
生
活
で
、
二
人
は
婚
姻
届
を
提
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
の
間
、
山
田
久
吉
は
山
口
久
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之
助
と
改
め
、
そ
の
働
き
ぶ
り
と
夫
婦
仲
を
観
察
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
後
述
す
る
「
所い
わ

謂ゆ
る

内
縁
」
と
い
っ
た
状
況
だ
っ
た
と
考
え
る
。

そ
の
後
ト
ラ
は
、
こ
の
離
縁
か
ら
ほ
ぼ
三
年
後
の
明
治
三
六
年
四
月
三
〇
日
伝
吉
と
内
縁
を
結
ぶ
も
、
一
か
月
余
で
離
縁
し
て
し
ま

う
。
そ
の
離
縁
証
書
を
引
用
す
る
。
二
〇
行
の
罫
紙
が
用
い
ら
れ
、
二
銭
の
収
入
印
紙
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。

四
〇

離
縁
証
書

一
其
元
義
、
去
ル
明
治
参
拾
六
年
四
月
参
拾
日
ヨ

リ
内
縁
有
之
候
処
、
今
回
双
方
示
談
之
上
離

縁
致
候
事
確
実
也
、
然
上
ハ
今
后
何
方
ヨ
リ

縁
組
有
之
候
共
、
拙
者
ニ
於
テ
ハ
一
切
関
係
無
之

候
事
、
然
ル
処
月
日
ニ
依
テ
万
一
拙
者
之
胤
相

宿
シ
候
節
ハ
、
示
談
可
致
候
事
、

為
後
日
離
縁
証
書
依
テ
如
件

明
治
参
拾
六
年
六
月
五
日

本
人

伝

吉
㊞

証
人

小

林

卯
之
助
㊞

証
人

佐

野

嘉

代
㊞

山

口

ト

ラ
殿

「
今
后
何
方
ヨ
リ
縁
組
有
之
候
共
」、
一
切
関
係
な
い
と
い
い
、
夫
・
伝
吉
の
胤
を
宿
し
た
と
き
、
つ
ま
り
ト
ラ
の
妊
娠
が
判
明
し
た

ら
、
示
談
す
る
旨
書
き
添
え
て
い
る
。
こ
れ
も
婚
姻
を
予
定
し
て
同
棲
し
た
も
の
の
、
入
籍
手
続
き
を
へ
た
婚
姻
に
至
ら
ず
離
縁
し
た
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も
の
で
、
こ
れ
も
「
所
謂
内
縁
」
と
い
え
よ
う
。

つ
ぎ
に
掲
げ
る
離
縁
状
は
、
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
七
月
京
都
市
内
の
も
の
で
あ
る
（
筆
者
所
蔵
）。

四
一

離
縁
状

一
今
回
其
許
と
内
縁
ニ
有
之
候
処
、
双
方

示
談
ノ
上
離
縁
候
間
、
何
方
へ
縁
組
候

共
、
聊
カ
苦
情
申
等

間
敷
、
依
てテ
後
日

為
念
一
札
如
件

林

重
助

大
正
拾
四
年
七
月
七
日

立
会
人

大
西
嘉
一
郎

本
多
し
ま
と
の

三
行
目
に
書
き
加
え
等
が
み
ら
れ
る
。「
苦
情
申
間
」
は
「
苦
情
等
申
間
敷
」
に
、
ま
た
「
為
後
日
為
念
」
を
訂
正
し
て
「
後
日
為

念
」
と
し
て
い
る
。
後
者
は
一
般
的
に
は
「
為
後
日
（
ご
じ
つ
の
た
め
）」
と
読
む
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
「
後

日
念
の
た
め
」
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
こ
れ
を
下
書
き
に
し
て
、
清
書
し
た
証
文
が
「
し
ま
」
に
渡
さ
れ
た
の
に
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
離
縁
状
は
三
行
半
に
書
か
れ
、
江
戸
時
代
の
離
縁
状
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
は
見
ら
れ
な
い
。
と
は
い
え
、

こ
れ
ま
で
最
も
新
し
い
離
縁
状
は
大
正
六
年
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
新
し
い
離
縁
状
と
い

(39
)

え
る
。
こ
こ
で
は
一
行
目
の

「
内
縁
ニ
有
之
」
が
問
題
で
あ
る
。

こ
の
離
縁
状
に
は
差
出
人
・
林
重
助
の
依
頼
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
「
公
正
証
書
遺
言
」
が
あ
る
。「
公
正
証
書
」
と
表
題
の
あ
る
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茶
色
の
公
証
人
役
場
の
封
筒
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
公
正
証
書
正
本
は
、「
京
都
地
方
裁
判
所
管
内
公
証
人
役
場
」
の
二

四
行
の
橙
色
薄
葉
罫
紙
に
し
た
た
め
ら
れ
て
お
り
、「
遺
言
取
消
証
書
」
の
遺
言
者
と
遺
言
内
容
の
部
分
の
み
引
用

(40
)

す
る
。

第
壱
萬
五
千
弐
百
拾
六
号

遺
言
取
消
証
書

京
都
市
下
京
区
五
条
通
御
幸
町
西
入
本
覚
寺
前
町
八
百
弐
拾
壱
番
地

針
翁

遺
言
者

林

重

介

安
政
弐
年
拾
月
生

…
(中
略
)…

一
大
正
拾
参
年
拾
月
弐
日
小
野
公
証
役
場
ニ
於
テ
証
人
松
岡
龍
吉
・
大
西
嘉
一
郎
ノ
立
会
ヲ
以
テ
本
多
し
ま
ニ
宅
地
壱
筆
、
建
棟

四
棟
ヲ
遺
贈
ス
ル
旨
ノ
遺
言
ハ
、
自
分
ノ
自
由
意
思
ヲ
以
テ
全
部
之
レ
ヲ
取
消
ス

前
記
口
授
ヲ
筆
記
シ
、
遺
言
者
及
証
人
ニ
読
ミ
聞
カ
セ
タ
ル
所
、
一
同
其
正
確
ナ
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
タ
ル
後
チ
、
左
ニ
署
名
・
捺

印
セ
リ
…
(下
略
)…

こ
の
公
正
証
書
に
よ
れ
ば
、
林
重
介
が
本
多
し
ま
に
離
縁
状
を
渡
し
た
前
年
の
大
正
一
三
年
一
〇
月
二
日
場
所
も
同
じ
公
証
役
場
で
、

大
西
嘉
一
郎
ほ
か
一
名
の
立
会
い
を
え
て
、
し
ま
に
「
宅
地
壱
筆
、
建
棟
四
棟
」
を
遺
贈
す
る
旨
の
遺
言
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
事
情
が
あ
っ
て
し
ま
を
七
月
七
日
に
離
婚
し
、
三
日
後
の
同
月
一
〇
日
、
重
介
は
「
自
分
ノ
自
由
意
思
」
を
も
っ
て
、
先
に
し
ま

に
約
束
し
た
土
地
・
建
物
の
遺
贈
を
取
り
消
す
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
重
介
は
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
一
〇
月
の
生
ま
れ
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
時
す
で
に
七
一
歳
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
住
所
の
下
に
、「
針
□
」
と
あ
り
、
こ
の
一
字
が
翁
と
も
舞
と
も
読
め
る
が
、

筆
者
は
「
針
翁
」
と
読
ん
だ
。
こ
れ
が
針
に
か
か
わ
る
職
業
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
鍼
灸
を
業
と
す
る
屋
号
と
い
え
、
重
介
は
盲
目
の
鍼
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灸
師
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
仲
立
ち
す
る
者
が
あ
っ
て
、
土
地
・
建
物
を
も
ら
う
約
束
で
し
ま
は

重
介
の
世
話
を
す
る
「
妾
」
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
情
（
し
ま
の
不
義
か
）
が
あ
っ
て
、
関
係
を
解
消
す

る
こ
と
に
な
っ
て
、
離
縁
状
の
授
受
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
の
離
縁
状
記
載
の
「
内
縁
」
の
語
は
、
今
日
一
般
的
に
夫
婦
の
実
態
を
も
ち

な
が
ら
婚
姻
届
を
欠
く
関
係
を
称
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
内
縁
」
に
似
て
非
な
る
も
の
の
、
そ
れ
に
近
似
す
る
「
妾
」
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

（
39
)
さ
ら
に
新
し
い
昭
和
一
五
年
の
離
縁
状
も
見
出
さ
れ
て
い
る
。
前
注
(14
)拙
著
『
三
く
だ
り
半
と
縁
切
寺
』
二
四
二
頁
。

（
40
)
す
で
に
拙
稿
「
公
正
証
書
の
つ
い
た
離
縁
状
」（『
専
修
大
学
今
村
法
律
研
究
室
報
』
第
六
〇
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）
一
〜
七
頁
に
離
縁
状
・
遺
言

書
と
も
に
写
真
と
全
文
の
釈
文
を
掲
げ
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
こ
の
離
縁
状
に
は
、
ほ
か
に
二
つ
の
領
収
書
が
付
い
て
い
る
。
一
つ
は
公
証

人
の
手
数
料
の
領
収
書
で
、
他
は
料
理
屋
「
魚
清
」
領
収
書
で
、
お
そ
ら
く
証
人
二
人
に
対
す
る
御
礼
の
会
食
代
金
で
あ
ろ
う
。

五

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
徳
川
時
代
の
（
民
法
施
行
以
前
明
治
時
代
を
含
む
）、
主
に
離
縁
状
を
素
材
と
し
て
「
内
縁
」
の
語
義
を
考
察
し
て

(41
)き(42
)た。

離
縁
状
と
外
の
文
書
に
別
っ
て
、
か
つ
内
縁
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
表
に
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
（
数
字
は
史
料

番
号
で
、
ゴ
シ
ッ
ク
漢
数
字
は
西
日
本
、
明
朝
漢
数
字
は
出
拠
地
域
不
明
、
算
用
数
字
は
東
日
本
の
事
例
を
表
わ
し
、
傍
線
は
将
来
の

婚
姻
を
約
束
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
意
で
あ
る
）。

人
別
送
り
や
関
所
手
形
は
婚
姻
・
離
縁
な
ど
に
も
と
づ
く
個
人
の
移
動
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
に
み
ら
れ
る
「
内

縁
」
が
す
べ
て
「
縁
組
（
婚
姻
）」
を
意
味
す
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
離
縁
状
に
み
え
る
「
内
縁
」
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
縁
組
（
婚
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姻
）
を
意
味
す
る
。
史
料
七
は
「
暇
状
代
り
之
一
札
」
で
、
悪
い
噂
を
取
り
ざ
た
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
「
暇
状
代
り
之
一

札
」
と
あ
る
の
で
、
本
来
離
縁
状
の
範
疇
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
す
る
と
、
関
西
で
用
い
ら
れ
た
離

縁
状
に
み
え
る
「
内
縁
」
は
、
す
べ
て
「
縁
組
（
婚
姻
）」
を
意
味
し
た
こ
と
な
る
。

内
縁
手
切
れ
状
や
そ
の
他
の
文
書
、
訴
状
・
詫
び
状
・
内
縁
解
消
文
書
等
で
は
「
内
縁
」
が
婚
姻
そ
の
も
の
、
同
棲
（
同
居
）
生
活

を
と
も
な
う
関
係
、
婚
姻
意
思
の
有
無
い
ず
れ
の
場
合
も
あ
る
私
通
（
情
交
）
関
係
、
さ
ら
に
は
「
内
々
の
縁
故
」
ま
で
多
義
的
に
用

い
ら
れ
た
。
本
稿
で
は
そ
の
こ
と
の
み
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

さ
て
、
わ
が
国
で
は
婚
姻
法
に
お
け
る
届
出
婚
主
義
は
、
明
治
民
法
の
成
立
と
同
時
に
確
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
明

治
八
年
一
二
月
九
日
太
政
官
第
二
〇
九
号
達
と
明
治
一
〇
年
六
月
一
九
日
司
法
省
第
四
六
号
達
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
明
治
民
法
施
行

ま
で
の
間
は
、
届
出
婚
（
法
律
婚
）
主
義
な
の
か
、
事
実
婚
主
義
な
の
か
、
学
説
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
議
論
に
入

る
つ
も
り
は
な
い
。

本
稿
で
問
題
と
す
る
の
は
、「
内
縁
」
の
語
義
で
あ
る
。
前
述
し
た
が
、
内
縁
の
発
生
は
明
治
民
法
が
届
出
婚
主
義
を
採
用
し
た
こ

と
に
始
ま
る
。
内
縁
の
法
的
問
題
は
明
治
民
法
以
降
の
こ
と
に
な
る
が
、
用
語
と
し
て
の
内
縁
が
、
今
日
の
よ
う
な
内
縁
の
意
味
に
用

い
ら
れ
た
嚆
矢
は
、
管
見
の
限
り
、
明
治
三
九
年

(43
)

刊
行
の
、
岡
村
司
著
『
民
法
親
族
編
講
義
』
で
あ
り
、
岡
村
は
届
出
婚
主
義
に
消
極

｢内縁」の語義について 40

縁

組
（
婚
姻
)

同
棲

私
通
関
係

内
々
の
縁
故

特
例

離

縁

状

内
縁
手
切
状

人
別
送
り
等

他

文

書

一
〜
六
、
九
〜
一
三
、
一
四
、
一
五
〜
一
九

二
一

25
〜
27

28
・
29
、
三
五

34

七二
〇
、
22
・
23
、
二
四

三
〇
・
三
一
、
三
三
、
三
八

836
、
三
七

三
二



的
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
句
読
点
髙
木
）。

婚
姻
ノ
成
立
ハ
一
ニ
届
出
ニ
因
リ
テ
確
定
ス
ル
モ
ノ
ト
セ
リ
、
而
シ
テ
届
出
ヲ
強
制
ス
ル
ノ
方
法
ア
ル
コ
ト
ナ
ク
、
之
ヲ

為
ス
ト
否
ト
ハ
当
事
者
ノ
任
意
ニ
存
ス
ル
カ
故
ニ
、
婚
姻
ト
野
合
ト
ヲ
同
視
ス
ル
ノ
旧
態
ハ
依
然
ト
シ
テ
改
マ
ラ
ス
、
世

俗
ニ
所
謂
内
縁
ノ
妻
ト
云
フ
モ
ノ
多
キ
ヲ
以
テ
証
ス
ヘ
シ

こ
こ
に
「
所
謂
内
縁
ノ
妻
」
と
あ
る
の
は
、
法
的
に
「
内
縁
」
が
今
日
と
同
様
に
用
い
ら
れ
始
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
方
で
、

社
会
的
（
一
般
的
）
に
も
、
福
田
英
子
や
田
山
花
袋
の
小
説
に
同
様
な
意
味
で
用
い
ら
れ
始
め
て
も
い
た
。

か
つ
て
用
い
ら
れ
た
用
語
と
し
て
の
「
内
縁
」
は
、
今
日
と
は
違
い
、
正
式
な
婚
姻
か
ら
私
通
関
係
に
い
た
る
ま
で
の
男
女
関
係
を

含
む
、
き
わ
め
て
多
義
に
用
い
ら
れ
た
概
念
だ
っ
た
。
こ
れ
に
続
い
て
、
多
義
的
に
用
い
ら
れ
た
「
内
縁
」
が
、「
所
謂
内
縁
」
の
妻

と
い
う
よ
う
に
、
法
的
に
も
社
会
的
（
一
般
的
）
に
も
、
し
か
も
明
治
民
法
施
行
後
一
〇
年
も
経
な
い
短
時
日
の
う
ち
に
、「
所
謂
内

縁
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
意
味
に
収
斂
さ
れ
た
過
程
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
が
、
の
ち
の
課
題
で

(44
)

あ
る
。

（
41
)
石
井
良
助
は
「
事
実
上
、
婚
姻
し
て
い
て
も
、
戸
籍
上
『
妻
』
と
記
載
し
て
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
れ
を
『
妾
』
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の

場
合
の
妾
と
い
う
の
は
内
縁
の
妻
の
意
味
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
（『
日
本
婚
姻
法
史
』
創
文
社
、
一
九
七
七
年
三
月
、
二
九
二
頁
）、
右
に
述
べ

た
よ
う
に
筆
者
の
考
え
と
は
異
な
る
。

（
42
)
明
治
時
代
の
離
縁
状
慣
行
に
つ
い
て
は
、
特
筆
さ
る
べ
き
論
稿
と
し
て
、
沼
正
也
「
法
学
に
お
け
る
仮
説
と
験
証
│
明
治

初
年
に
お
け
る
離
縁
状

慣
行
を
素
材
と
し
つ
つ
│
」（『
法
社
会
学
』
第
一
一
号
、
一
九
六
一
年
五
月
、
九
〇
〜
一
二
八
頁
）
が
あ
る
。
ま
た
前
注
(11
)拙
著
『
増
補

三
く
だ

り
半
』「
十
七

明
治
時
代
の
離
縁
状
」
参
照
。

（
43
)
沼
正
也
に
よ
れ
ば
、
刊
行
年
の
記
載
な
き
本
書
は
明
治
三
九
年
と
考
証
さ
れ
た
（『
財
産
法
の
原
理
と
家
族
法
の
原
理
〔
改
訂
版
〕』
三
和
書
房
、
一

九
六
三
年
一
月
）
二
三
八
頁
注
(9
）。

（
44
)
ま
た
高
島
の
い
う
、
武
家
社
会
に
お
け
る
「
内
縁
の
妻
」
は
、
前
注
(41
)石
井
『
日
本
婚
姻
法
史
』
三
二
五
頁
を
参
照
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
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な
お
実
証
的
な
考
察
も
の
ち
の
課
題
で
あ
る
。

〔
追
記
〕

筆
者
所
蔵
離
縁
状
の
な
か
に
「
内
縁
」
を
含
む
も
の
三
通
、
迂
闊
に
も
失
念
し
て
い
た
こ
と
に
本
稿
脱
稿
後
に
気
が
付
い
た
。

一
は
弘
化
二
年
一
二
月
信
濃
国
小
県
郡
の
離
縁
状
で
あ
る
（
拙
稿
「
徳
川
時
代
後
期
家
族
法
関
係
史
料
(八
)│
石
井
良
助
文
庫
所
蔵

離
縁
状
・
離
婚
関
係
な
ら
び
に
髙
木
所
蔵
離
縁
状
│
」（『
専
修
法
学
論
集
』
第
一
〇
二
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
、
九
頁
）。
再
婚
許
可

文
言
の
「
何
方
へ
縁
組
」
と
す
る
と
こ
ろ
が
「
致
内
縁
候
と
も
」
と
あ
り
、
ま
さ
に
「
内
縁
」
が
縁
組
と
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
た
も

の
で
、
東
日
本
で
も
離
縁
状
の
な
か
の
「
内
縁
」
が
縁
組
を
意
味
す
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

他
の
二
つ
は
明
治
三
二
年
と
三
九
年
の
離
縁
状
と
暇
状
で
あ
る
（
拙
稿
「
明
治
時
代
離
婚
法
五
題
│
髙
木
所
蔵
未
刊
史
料
の
紹

介
│
」
青
木
美
智
男
・
森
謙
二
編
『
三
く
だ
り
半
の
世
界
と
そ
の
周
辺
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
三
月
、
五
一
頁
）。
本
稿

で
の
論
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
二
通
に
み
ら
れ
る
「
内
縁
」
が
、「
所
謂
内
縁
」
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
る
に
至
っ
た
。

｢内縁」の語義について 42


